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2　歴　代　市　長

代 氏 名 就任年月 日 退任年月日 代 氏 名 就任年月日 退任年月日

1 杉村 大八 明22. 5. 6 明 26. 7. 9 l l 平 野 龍起 昭 17. 6.25 昭 20. 8.10

2 松崎 為 己 〝26. 9.15 〝30. 8. 2 12 石坂 繁 〝20.10. 4 〝21. 3.ll

3 辛島 格 〝30. 9.13 大 2. 1.20 13-14 福 田 虎 亀 〝21. 6.14 〝23. 2. 9

4 山田 殊.i 大 2. 4. 2 〝 3.10.10 1 5 佐藤美佐男 〝23. 4. 7 〝27. 3. 7

5 依 田 昌今 〝 4. 1.14 6. 9. 3 1 6 林 田 正治 〝27. 3.21 〝31. 2.23

6 佐柳 藤太 〝 6.U .20 〝10.ll.19 17 -18 坂 口 主税 〝31. 3.15 〝38. 1. 4

7 高橋 守雄 〝11. 1ー19 〝14. 7.13 19 -20 石坂 繁 〝38. 2.15 〝45.ll.26

8 辛 島 知 己 〝14. 9.14 昭 4. 7. 4 2 1 星子 敏雄 〝45.12.20 .〝49.12.19

9 山 田 珠一 昭 5. 2. 5 〝 9. 4.16 22 星子 敏雄 〝49.12.20 〝53.12.19

10 山 〝 9. 5.14 〝17. 5.13 23 皇子 敏埠 〝53.12ー20 在 任 中

3　職　　員　　　数
(昭57.4.1現在)

区 分 定 数
現 貝 数

吏 員 そ の 他 計

市 長 事 務 部 局 3,3 6 3 3,0 6 2 3 0 1 3 ,3 6 3

議 会 事 務 局 2 6 2 3 3 2 6

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 2 2 2 0 1 2 1

監 査 事 務 局 1 4 1 4 0 1 4

肇 雪 雲 急 告 夏 雲 歳 品 8 8 9 7 9 6 5 9 8 5 5

公 平 委 員 会 事 務 局 5 市長 事務部局兼務

消 防 局 4 9 5 4 9 3 2 4 9 5

農 業 委 員 会 事 務 局 2 7 1 9 1 2 0

交 通 局 5 8 2 5 3 9 4 1 5 8 0

水 道 局 3 9 7 3 4 2 1 3 3 5 5

節 5,8 2 0 5,3 0 8 4 2 1 5,7 2 9

4　給　　与

(1)局別職員給料
(昭57. 4. 1現在)

区 分

局 別

給 料 月 額

平 均 年 齢
平 均

・ &最 高 最 低 平 均

市 長 事 務 部 局 4 6 3 ,7 0 0 円 9 5 β 0 0 円 2 2 0 ,3 5 5 円 3 8 才 9 丹 1 4 年 7 月

議 会 事 務 局 3 8 8 ,5 0 0 1 0 9 ,6 0 0 2 3 2 ,6 0 4 3 8 ^ 1 5 ォ 1 0

選 挙 管 理 委 員 会 事務 局 3 7 5 ,1 0 0 1 1 3 ,4 0 0 2 1 2 ,7 0 4 3 6 . 1 4 '

監 査 事 務 局 3 8 0 ,4 0 0 1 0 9 ,6 0 0 2 3 6 ,1 6 9 3 8 ' 1 6 <

教 育 委 員 会 事 務 局 3 9 6 ,8 0 0 9 8 ,7 0 0 2 4 1 ,7 4 0 4 1 1 5 '

消 防 局 3 9 3 ,9 0 0 1 0 2 ,2 0 0 2 2 0 ,8 2 7 3 7 < 1 5 -

農 業 委 員 会 事 務 局 3 5 1,0 0 0 1 0 9 ,6 0 0 2 5 1 ,3 2 3 4 2 - 1 0 1 9 - l l

交 通 局 3 6 2 ,9 0 0 1 0 0 ,9 0 0 2 2 4 ,7 9 0 4 5 ' 1 9 -

水 道 局 3 7 5 ,1 0 0 1 0 2 ,2 0 0 2 4 2 ,7 0 1 4 1 蝣 1 8 '

全 体 、4 6 3 ,7 0 0 9 5 ,8 0 0 2 2 5 ,5 1 8 4 0 蝣 1 5 '

-29-



(2)初任給基準

(昭57. 4. 1現在)

職 種 等 級 ～ 号 俸 初 任 給 備 考

一 般 事 務

_h

中 〝

初 〝

6 - 3

7 ～ 7

7 ′) 4

1 2 1 ,0 0 0 円

1 0 9 ,6 0 0

9 8 ,7 0 0

- 般 職 職 員 給 料 表 適 用

保 母 中 〝 7 ′、ノ 7 1 0 9 ,6 0 0

一 般 技 衝

l上 〟

中 〝 .

初 〝

6 ′) 3

7 ′〉 7

7 ノ〉 4

1 2 1 ,0 0 0

1 0 9 ,6 0 0

9 8 ,7 0 0

薬 剤 師 上 〝 (5 - 3 1 2 1 ,0 0 0

獣 医 師 上 〝 6 ′〉 3 1 2 1,0 0 0

栄 養 士 上 〝 6 ′、ノ 3 1 2 1 ,0 0 0

診 療 放 射 線 技 師 中 〝 7 - 9 1 1 7 ,2 0 0

臨 床 検 査 技 師 中 〝 7 ～ 9 1 1 7 ,2 0 0

保 健 婦 上 〝 6 - 3 1 2 1 ,0 0 0

助 産 婦 上 〝 6 ～ 3 1 2 1 ,0 0 0

香 . 護 婦 高 等 看 護 学 院 卒 7 ～ 9 1 1 7 ,2 0 0

准 看 護 婦 准 看 養 成 所 卒 7 - 3 9 5 ,8 0 0

消 防 職 高 校 卒 7 ′〉 1 1 0 5 ,9 0 0 消 防 職 員 給 料 表 適 用

医 療 職

大 学 院 卒 4 ノ〉 8 2 0 1 ,6 0 0
医 療 職 員 給 料 表 適 用

大 学 卒 4 ノ〉 2 1 4 6 ,5 0 0

ft
高 校 教 諭

大 学 卒 2 ～ 3 1 1 3 ,3 0 0
教 育 職 給 料 表 (1) 適 用

育

職

短 大 卒 3 ノ、ノ 5 9 8 ,0 0 0

幼 稚 園 教 諭
大 学 卒 2 ′.〉 5 1 1 2 ,6 0 0

教 育 職 給 料 表 (2 ) 適 用

短 大 卒 2 ′〉 2 9 7 ,3 0 0

(3)特別職の給料及び報酬

区 分 ffi ff態 料 月額 施 行 年 月 日 改正 前 給 料 月額 施行 年 月 日

市 長
8 0 0 ,0 0 0 円

昭 5 6 .1 0 . 1

〟

〟

〟

〟

昭 5 7. 7 . 1 (】 般職級員 1等 級適ffi )

7 6 4 ,0 0 0 円
昭 5 5 . 4 . 1

〟

〟

〟

〟

昭 5 6. 7、 1

助 役 6 3 5 ,0 0 0 6 0 6 ,0 0 0

収 入 役 5 7 1,0 0 0 5 4 5 ,0 0 0

常 勤 監 査 委 員 4 6 6 ,0 0 0 4 4 4 ,0 0 0

企 業 管 理 者 4 7 8 ,0 0 0 4 5 6 ,0 0 0

教 育 長 3 9 9 ,3 0 0 3 9 3 ,9 0 0
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区 分 現 行 報 酬 額 施 行 年 月 日 改 正 前 報 酬 額 施行 年 月 日

教 育 委 員 会

委 員 長 月 額 8 7,0 0 0 円 昭 5 7. 4 . 1
8 7 ,0 0 0 円

昭 5 6 . 4. 1

委 員 月 額 5 2,0 0 0 , 5 0,0 0 0

監 査 委 員

知 識 経 験 を 有 す る者 の う ちか ら選 任 され た

監 査 委 員 ( 非 常 助 )

月 額 8 7,0 0 0

〟

8 3,0 0 0

市 議 会 議 員 の うちか ら選 任 され た監 査 委 員 月 額 3 7 ,0 0 0 3 5 ,0 0 0

金 平 委 員 会
委 員 長 月 額 4 6 ,0 0 0 〟 4 2β 0 0

委 員 月 額 3 6 .0 0 0 3 4 ,0 0 0

選 挙管理 委員会

委 員 長 月 額 4 6,0 0 0

昭 5 4▼ 4 . 1

4 2,0 0 0 ′′

〟

昭 5 1 .1 0. 1

委 員 3 6,0 0 0 3 4 ,0 0 0

臨 時 に選 挙 管 理 委員 に 充 て られ た 補 充 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

投 票 管 理 者 及 び 開 票 管 理 者 1 回 につ き 6,0 0 0 5,0 0 0 昭 5 2 . 7 .1 0

選 挙 長 1 匝一につ き 6,0 0 0 5,0 0 0

投 票 立 会 人 、 開 票 立 会 人 及 び 選 挙 立 会 .人 1 回 につ き 5.0 0 0 4 ,0 0 0

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4 ,0 0 0 昭 5 0 . 4 . 1

農業 委 員 会

会 長 月 額 4 6 ,0 0 0 昭 5 7. 4 .▼ 1 4 2,0 0 0 昭 5 6 . 4 . 1

′′

副 会 長 、 部 会 長 及 び 副 部 会 長 月 額 3 6 ,0 0 0 3 4,0 0 0

部 会 の 委 員 及 び そ の 他 の 委 員 月 額 3 3 ,0 0 0 3 1 ,0 0 0

婦 人 相 談 員 月 額 7 3 .6 0 0 癖 5 6. 4 . 1 7 0,3 0 0 昭 5 5 . 4. 1

家 庭 相 談 員 月 額 7 3,6 0 0 〟 7 0,3 0 0 ′′

社 会 教 育 指 導 員 月 額 7 3,6 0 0 昭 5 7. 4 . 1 7 0,3 0 0 昭 5 6 . 4. 1

そ の 他 の 非 常 勤 の 職 員

日額 5,0 0 0 円 以 内 に

お いて 市 長 が定 め る額

た だ し、 特 別 の事 由 に

よ りそ の報 酬 を 月 額 又

は年 額 を も って 定 め る

場 合 に お い て は予 算 の

範 囲 内 に お いて 市 長 が

定 め る額

昭 5 4 . 4 . 1

年軸 40 .C沿0

以 内

月額 6,00 0 円

以内

又 は 日額

4,00 0 円 以内

におして 市長

が定める額

昭 5 0. 4 . 1

農 業 共 済 損 害 評 価 全 委 員 年 額 1 0,0 0 0 昭 5 5 . 4. 1 7,5 0 0 昭 5 1. 4 . 1

〟

〟

昭 5 1 .1 0. 1

〟

〟

昭 5 0 . 4. 1

〟

昭 5 1 .1 0. 1

防 災 会 議 委 員 日 額 4,0 0 0 昭 5 1 .1 0 . 1

昭 5 5. 4 . 1

′′

昭 ;i 4 . l. 1

3,0 0 0

水 防 協 議 会 委 員 日 額 4,0 0 0 3,0 0 0

建 築 審 査 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

保 健 所 運 営 協 議 会 委 一員 日 額 5,0 0 0 〟 4,0 0 0

結 核 審 査 協 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 〟

〟

′′

′′

′′

〟

′′

昭 5 5 . 4 . 1

4 ,0 0 0

公 民 館 . 運 営 審 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4 ,0 0 0

町 界 町 名 審 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0 昭 5 0ー 4. 1

〟

〟

昭 5 1.1 0. 1

〟

昭 5 0 . 4. 1

都 市 計 画 審 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

公 害 対 策 審 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

社 会 1 教 育 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

博 物 飽 協 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4,0 0 0

福 祉 事 務 所 嘱 託 医 月 額 4 5,0 0 0 4 0,0 0 0

体 育 指 導 員 年 額 1 5,0 0 0 昭 5 2 . 4 . 1 1 0,0 0 0 昭 5 1 . 4. 1

〟

昭 5 2 . 4 . 1

文 化 財 保 護 委 員 日 額 5,0 0 0 昭 5 5 . 4. 1

′′

昭 5 I. 4. 1

4,0 0 0

青 少 年 問 題 審 議 会 委 員 日 額 5,0 0 0 4 ,5 0 0

青 少 年 補 導 委 員 1 回 2,5 0 0 2,0 0 0 昭 4 9 . 4 . 1

学 校 医 ( 歯 科 医 ) 年 額 1 2 6,0 0 Q ~
1 3 4,0 0 0

昭 5 6. 4 . 1
1 1 2 .0 0 0 -

1 2 0,0 0 0
昭 5 5 . 4.

〟
学 校 薬 剤 師 年 帝 9 0,0 0 0 8 5,0 0 0
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(4)旅　　費

(昭54. 4.28通用)

区 分 鉄 道 賃 船 賃

日 当

( 1 日につき)

宿 泊 料

( 1 夜 に つ き )

食 卓 科

( 1 夜

につ き)甲 地 方 乙 地 方

ーテ

市 長 . 助 役 .

収 入 役

運賃の等級 を 2 階級 運賃 の等級 を3 階級 円 円 円 円

1 に区分する線路 にあ

っては上級 の運賃

ォ R <O 等雑 を設けを

に区分 する船舶にあ

っては中級の運賃 、

2 階級 に区分する船

2,5 0 0 1 2,5 0 0 l l ,3 0 0 2,5 0 0

2

企 業 管 理 者 等 及

1 ,9 0 0 9,9 0 0 8 ,9 0 0 1,9 0 0ぴ 3 等 級 以 上 の い線路 にあ っては、 ,舶 にあっては上級の

職 務 に あ る 者 その乗車に要す る運

賃及 び特別車両料金

運賃

ただし、鉄道連 絡

3

4 等 級 及 び 5 等

1,6 0 0 8 ,2 0 0 7,4 0 0 1 ,6 0 0級 の 職 務 に あ る を徹 す る客車を運 行 船 にあっては鉄道運

者 す るものによる旅行

をす る場合には- 特

別車両料 金

賃に同 じ

4
6 等 級 の職 務 に

あ る 者

1,4 0 0 6,6 0 0 5 ,9 0 0 1,4 0 0

5

7 等 級 の職 務 に

あ る 者

(注)

1普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による裸行で、片道50km以上の旅行には鉄道賃のほか

に普通急行料金又は準急行料金を支給する

2　特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100km以上の旅行には、鉄道賃のほかに特別急行

料金を支給する

3　船賃の額は、はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、公務の必要により、別に寝台料金を必要とした

場合には船賃のほかに現に支払った寝台料金を支給する

4　甲地方とは、東京都の区・京都市・大阪市・名古屋市・神戸市及び横浜市をいい、乙地方とは、その

間5EU3H言

5　「企業管理者等」とは企業管理者及び常勤の監査委員をいう

6　「何等級の職務」とは、熊本有一般職の職員の給与に関する条例(昭和2 6年条例第5号)第3条第

2項第1号に規定する一般職職員給料表による当該職務の等級及び一般職職員給料表の適用を受けない

者について市長が定めるこれに相当する職務をいう
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5　基　本　構　想

(1)目　　的

この基本構想は、熊本請将来の望ましい都蒲像およびこれを達成するための施策の大綱を明らかにし、そ

の理念に基づいて別に定める基本計画、実施計画とともに、総合的、計画的な市政の運営をはかることを目

的とする。

(2)目標年次

この基本構想は、昭和6 5年を目標年次とする。

(3)構想の目標

市政Qj:、市民生活の総合であb反映である。すべての市民の心身の健康は、市民生活の根底をなすもので

あD、都市の活力の根源となる。したがって、健やかで明るい市民生活の実現こそ市政の究極の目標である。

このような認敦のもとに、本市は、昭和54年1 0月、健康都市宣言を行った。

本市が目指す健康都市は、すべての市民が良好な都市環境のもとで、心身ともにたくましく、はつらつと

して希望と生きがいにあふれ、温かいふれ合いの中で、地域に根ざした明日の文化の創造に歓びを感じる都

市である。

このような都市を実現するためには、快適を生活環境を確保し、心身の健康を維持増進する対策をすすめ、

保健医療体制を整備するとともに、市民一人ひとDも心身の健康づくDに努めなければならない。

同時に、時勢の流れを正しく認識し、自主、自立、連帯の精神にもとづく市民の積極的活動によれ市民

の手によるまちづくDをすすめ、また市政運営にかいては、中央集中-の行き過ぎを是正し、その主体性を

確立して、請勢発展の活力をかん重しなければならない。

したがって、本構想では、真の地方自治を確立し、すべての市民の心身の健康を増進して、健全を都市づ

くDをすすめることを基本目標とする。

(4)発展の方向

ア　地位と役割

近年、わが国は、内外の社会経済情勢の変動、国民の年齢構成や価値観の変化など、多くの要因によっ

て、その進むべき方向を大きく転換しつつある。

今後は、国際社会との協調のもとに、資源問題、雇用問題などの解決をQj:かれ国民経済の安定を確保

し、ゆとDと生きがいのある市民生活を実現することが基本的方向である。

また、国士の均衡ある発展のためには、地方の魅力を見出し、中央機能の分散、地方自治体の強化など

をはからねばならないO

このような状況の変化のもとで、本請をめぐる環境も交通通信体系の整備、経済圏、生活圏の拡大など、

大きく変貌しつつある。

本市は、九州における中枢管理都市として果たしてきた行政、経済、教育文化などの役割を専らに強化

する必要がある。

ここに本市は、将来に向って、その恵まれた自然と歴史のもとで、熊本都市圏内の市町村との相互の連

携を深め、九州における主要都市との機能分担をはか少つつ、中枢管理都市としての都市基盤の整備と機

能の拡充に努める。
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専らに、郷土愛にみちた健康な市民による健全な地方自治を確立し、地域社会の発展に貢献するととも

に、広く国際社会の平和と発展に寄与しなければならない。

イ将来の主要指標

(彰人口

目標年次にかける現市域人口は、約60万人と推定する。

(参就業構造

目標年次における本市の就業人口は約27万人、その産業別構成は、第1次産業2ノしセント、第2

次産業24パ-=セント、第3次産業74パ-セントと推定する。

ウ都市像

本市将来の発展の方向と、目指すべき目標を示す都市像を次のと卦b設定する。

①緑と水にかがやく明るい健康都市

豊かな縁と清九つな水は、全市民共有の資産であれ市民生活に欠くととのできないものであるので、

その保全と創造に努め、すべての市民が、安全で、ゆとDとやすらぎをもって、心身ともに健やか4生

活を亨受できる明るい健康都市を建設する.

⑧温かい心の通い合う福祉都市

一人ひとDの温かい思いやDと、人と人とのふれ合いを通じて地域連帯意識を強め、すべての市民が

生きがいのある生活が営める福祉都市を建設するo

③人間性豊かな風格ある教育文化都市

先人が現したすぐれた伝統と香D高い文化的風土のもとで、生涯にわたる学習の機会を通じて、英知

と勇気と創造性に富んだ人間性豊かを市民の育成と格調高い芸術文化の振興に努めるとともに、国際交

柾の活発な教育文化都市を建設する。

④環境と調和し活力にみちた地域産業都市

近代的都議基盤整備をすすめ、行政、経済、情報などの中枢管理機能の拡充頚化をはかり、人、物、

情報の交流が活発で、環境と調和した地域産業が繁栄し、豊かな市民生活が営める産業都市を建設する。

工土地利用構想

自然と歴史、農村集落のもつゆとDと都市的魅力との調和をもとに、均衡のとれた秩序ある市街を形成

rjr-∴責、正*t-.Iにし八・、:-m.;:it蝣蝣A,v、:'5-''-・いI・..:・蝣、

このため、以下に掲げる土地利用の施策を推進する。

(丑地区別土地利用

日・i'"'-litls.-・‥蝣11、i!I,

f.iHi:'ノ'蝣<;;'hS・・よ:.'.isc;>蝣,蝣.">(l一-∴∴'_'こ蝣'・.^・・・ttj'".v:!"<徴・し

都心機能の充実をはかるため、中心部、熊本駅周辺などの市街地の再開発を促進し、土地の高度利用

をはかる。

(i)東部地区、北部地区については、良好な住宅地として、居住環境の整備、緑地の確保をすすめ、文

教地区については、環境保全に努め、また拠点的商店街の形成を促進する。

なお、水資源の保全並びに都市排水を考え、無計画を開発を規制する。

(9)西部地区、南部地区につVlては、総合的な排水対策など開発条件を整備し、重要港湾熊本港、流通
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センタ-などの産業施設の配置、幹線道路の整備、土地区画整理事業の実施、拠点的商店街の形成、

∴*fr '-i.of削!'.!・" *. '蝣、 :-u*き:十†.ヾ・;:._.

⑧　用途地域別土地利用

(j)市衝化区域については、それぞれの用途に応じた環境を整備し、市衝化を促進する。また、請衝化

調整区域について臥自然環境の保護と活用に努め、優良農用地の保全と農業基盤の整備をはかる。

(4)住居用地域については、開発に関する指導、規制を強化し、無秩序を市街化の防止に努め、土地区

画整理事業を促進し良好な市街地の形成をはかるとともに、過密を既成住居地域は、既存建築物の更

新の際、オ-プンスペ-スの確保をはかれ土地の高度利用を促進する。

(9)商業用地域については、中心商店街、周辺商店街などそれぞれの特性に応じた商業環境の整備をす

すめ、都市機能の更新を目指して再開発を促進する。

的　=業用地域については、中小工場の集団化、共同化をはかD、自然との調和に配慮し、非公害型で

地域経済にとって好ましい=業の立地を促進する。

糾　農業用地域については、かんがい排水、圃場整備、湛水防除75:ど農地条件の整備をすすめ、優良農

用地の保全に努め、都市近郊農業を育成する。

帥　その他、風致地区については、安易な開発を規制し、文教地区、事務所地区についても、その目的

に応じた土地利用、環境保全に努める。

さらに、必要に応じて流通機能整備のための流通業務地区、土地利用合理化のための高度利用地区

を指定する。

(む　都市機能充実のための土地利用

何　都市の均衡ある発展をはかるため、行政、経済、教育、文化、スポ-ツ、医療などの水準の向上と

ともに、効率的な再配置に努める。

. I '蝣∴~∴㌣　　　∴　‥ I.1ト.1:1I*'I、 J*蝣?>.'∴・.確鳳・二¥¥¥,_・'.蝣蝣　_.I. ・.、、∴・.・'i一蝣.i.I:蝣・・・、

公共輸送機関を基本とする総合交通体系を確立し、あわせて都市間交通運輸機能の拡充をはかる。

(5)施策の大綱

ア　幸せな市民生活を目指して

市民一人ひとDの人権が尊重され、差別や偏見のない、健康で明るく、安全な、そして生きがいのある

生活が営めるよう、次の施策を推進する。

(彰　コミュニティ

民主的な住民自治の確立と心豊かな地域連帯社会の実現を目指して、コミュニティ施設の整備と地域

活動の活発化をはかる。

(参　保健衛生

心身ともに健康を市民生活を確保するため、健康教育の推進など保健衛生意識の高揚をはかれ予防、

医療、 I) -ビT)テーションまでの一貫した総合的保健医療体制を確立し、あわせて衛生環境の改善に努

める。

③　公害防止

安全で決適を生活環境を確保するため、公害監視体制の強化、事業者の指導、都請基幹施設の整備、
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公害防止思想の普及によれ公害のない社会を目指すo

@　防　　　災

市民の生命、財産をまも9、水害、火災、葉災などの災害を防止するため、防災思想の普及、防災体

制の充実をはかDつつ、白川をはじめ、諸河川の抜本的改修の促進、消防力の充実、構造物の防災化、

オープンスぺ-スの確保、災害応急対策の強化によb安全なまちづくDをすすめる.

(9　交通安全

交通安全思想の高揚、施設の整備、指導規制の強化などの交通安全対策をすす袷、あわせて救済対策

を充実する。とくに、老人や子供の安全に留意する。

(り　社会福祉

すべての市民が生産を通じ、安心して生きがいのある生活を営めるよう、公的な社会福祉サービスを

確保し、ボランティア活動を積極的にすすめ、温かい心の通い合う地域福祉の振興をはかる。

(9　勤労者福祉

勤労者の生活の安定と福祉の向上を呂指して、就業構造、年齢構成の変化に対応しつつ、就業機会の

増大に努め、勤労者の資質の向上と福利厚生の充実をはかる。

⑧　消費者行政

省資源、省エネルギー思想の普及をはかれ消費生活の安全と安定を目指し、消費者の教育、情報の

収集、提供、監視体制の強化によれ消費者の利益の擁護と増進に努める。

イ　快適な生活環境を目指して

健康な市民生活を支える快適を生活環境を確保するため、次の施策を推進する。

(丑　自然環境

自然環境については、保全と創造に努めるo　とくに、本市のもつ録と水は、市民生活にとって不可欠

であれ緑化事業、地下水保全、河川湖南の美化を積極的に推進する0

(参　公園緑地

生活に潤いと安らぎを与え、地域でのふれ合いの場であれまた災害時の避難の場ともなる公園敵地

は、その適正配置に努め、積極的に面積の拡大と内容の整備充実をはかる。

(む　_上　水　道

地下水を原水として上水道を整備L^市民生活に不可欠を水の供給を確保する。

④　下水道・排水路

衛生的な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を目指して、公共下水道、流域下水道や排水路の整

備をすすめ、広域的、系統的総合排水対策を推進する。

(参　清　　　掃

f上・Ji-O缶判:Mx卜!-.'.'.日日m一二・滴l.lYj川h <・・! 'Li-fji.、 tljf>こ<l'l'i'璃lとTft '.!!・二日・、 ・t n '.・ttt

ちづくDに努める。

⑥　市内交通

効率的で決通夜交通の実現を目指して、広域的な土地利用に配慮し、道路、輸送機関並びに交通環境

を整備し、豊肥本線など鉄道の活用を含め公共輸送機園を基本とする総合交通体系を確立する。
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⑦　住　　　宅

快適を居住環境を確保するため、住宅需要動向に対応して、公的施策住宅および民間住宅の建設を促

進し、その量的充足と質的向上をはかるO

ウ　豊かな人間形成を目指して

生涯にわたれ創造と向上の意欲にみちた心身ともに健全で国際性豊かな市民を育むため、次の施策を

推進する。

(丑　学校数育

体力、徳性、知力を備え、社会に貢献できるたくましい青少年を育成するため、社会及び家庭と連携

し、教育環境を整備するとともに、教育内容の充実をはか9、幼児教育よb高等教育にわたれ学校教

育の振興に努める。

(参　社会教育

すべての市民が、健全な社会人として、文化的教養をたかめ得るよう、社会教育施設を整備し、指導

者を養成し、社会連帯意識を高揚し、家庭教育とあわせて社会教育の振興をはかる。

@　市民文化

豊かなJh　ゆとDと潤いのある生活をE]指して、文化遺産の保全、文化施設の整備をはかれ　日常生

活から国際交流にわたって文化活動を活発にし、地域に根ざした個性ある諸氏文化を醸成する.

(り　スポ-ツ、レク1)エーション

心身ともにたくましく、健康で明るい生活が営めるよう、指導者の養成をすすめ、体育施設を整備し、

市民総参加を促し、スポ-ツ、 I/ク.)ェ-ション活動を振興する.

エ　繁栄する地域社会を目指して

産業経済の繁栄によって、良好を就業の場が確保され、豊かな生活が営まれる活力ある地域社会を実現

するため、次の施策を推進する。

(彰　商　　　業

経済環境の変化、消費需要の多様化に対応し、経営の安定とサービスの向上をはかれ都市の活性化

を目指して、魅力ある商店街を形成し、中小企業の体質を強化し、流通機能、卸売機能を整備する。

(参　工　　　業

消費と生産との均衡のとれた産業都市の形成を目指し、地域繁栄の活力源として、中小工業の体質強

化、地場産業の技術向上に努め、地域経済に寄与する新た夜工業の選択的導入を促進するO

(釘　農林水産業

食糧需給の変化に対応し、経営の自立、安定をQj:かれ生産基盤の整備、生産流通体制の合理化をす

すめ、都市近郊の特性を活かした農林水産業を振興する。

④　観　　　光

観光意識の変化を考え、観光資源を開発し、施設を整備して、観光的魅力の創造と滞留観光客の増加、

市民の観光意識の向上に努妙、広域的視野にもとづき観光対策を強力に推進するO

⑤　市街地開発

自然との調和,都市美に配慮し、全市的に均衡のとれた発展を目指し、周辺部は人口、産業を適正に
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誘導し、既成市街地は、再開発を促進して、効率的で択通夜市街地を形成する。

(む　基幹交通

人、物、情報の活発を交流をはかるため、九州縦貫自動車道、九州新幹壕鉄道、熊本港、熊本空港な

ど熊本都市圏で結節する陸海空にわたる交通運輸体系の整備を促進する。

オ　構想の実現を目指して

この構想を実現するため、次の方策の推進に努める。

(∋　市民総参加と自治の確立

この構想を推進するためには、すべての市民が、自らのまちは自らの手でつくる意識をもち、行政と

一体となって、自治の確立をE指さなければならない.O

そのため、広報、広聴活動を積極的に展開し、請民と行政との情報交流を活発にし、請民の創意、理

解と協力によって、蒲民のまちづくDをすすめる。

@　広域行政

生活圏の拡大に従い、県および関係市町村と緊密に連携して、それぞれの特性に応じ、機能を分捜し、

調和のとれた広域的生活圏の発展をはかる。

@　行財政運営

広範、多様化する行政需要に応じて、総合的執行体制を確立し　効率的行財政運営に努める。

昭和55年12月1 5日議決
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6　広報・広聴

(1)広　　報

ア　広報広聴連絡業務

広報広聴委員会(部長)を設置し、市政広報広聴の円滑な運営を図っている。

委員会　20名　月1回開催

広報連絡委員(課長補佐)により、各課の事業、行事を週報、月報などで情報の収集及び広報を行って

IH!

委　員　115名

イ　広報刊行物

「くまもと市政だより」

毎月1日発行・B5版16-　　頁

1回の印刷部数　175,000部

文書配布委託者を通じて各世帯に配布

「点字市政だより」

毎月1日発行・B5版・20貢(年12回)

1回の印刷部数　200部(郵送)

「市民グラフ」

年3回発行・A4版・12貞

1回の印刷部数　5,000部

写真による市政広報

「目で見る市政・くまもと」

2年に1回発行

1回の印刷部数　5,000部

「市民のしおり」

3年に1回発行・A5版・72貞

各世帯に配布

市民生活に最も必要な手続き方法や窓口、事業・施設などを紹介

ウ　テレビ・ラジオによる広報

テレビ番組

「市民のひろば手取本町1番1号」

RKKサTV　毎週土曜日午前7時4 0分から5分間

「こちら熊本市」

TKU-TV毎月第4土曜日午後5時00分から15分間

テレビ・スポット

「熊本市役所だより」

RKK-TV毎週月曜日午後6時57分から20秒(年52回)
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伝遇金曜日午後6時00分から6時3 0分の間に20秒(年5 2回)

TKU-TV毎週月曜日午後7時から20秒(年52回)

毎週水曜日午前8時30分から20秒(年52回)

テレビ年賀

RKK'TV　市長の年頭のあいさつ　1月1日

ラジオ放送

NHKラジオ　毎週土・日曜日の午後6時5 0分からの「官公庁だより」に広報資料提供

RKKラジオ　毎週月曜日、モーニングダイヤル午前9時30分から120秒(年52回)

エ　新聞広報

市政について市民のより広い理解を得るため、日刊紙の紙面を利用して広報

オ　その他の広報

声の市政だより

毎月1日発行　90分巻　50本(年13回)

カセットテープ7・t市政だよりを録音し、日が不自由かつ重度障害者の方へ送付

時事ファックスニュース

関係課に送付し、特に参考になるものは照会・調査する

テレフォンサービス

電諸により市民ニュースのサービス( TEL56-6460 ) 150秒以内、毎週水曜日内容入れ替え

市施設めぐり

年6回実施、汚水処理場、清掃工場など

一般市民及び親子を対象に実慮

行事予定表作成

月報(毎月20日発行)

週報(毎週水曜日発行)
報道機関、市会議員、各学校、各課に配布　3 40部

日報(前日作成)　　　　　市政記者室、広報課に掲示

ビデオ広報

庁内3カ所において、市政番組にお瑚らせを加えた番組として適時放映

広報車等の利用

広報車(ぎんなん号)放送設備付、行事その他の広報

広報取材革　　　　放送設備付、広報事項の敢材のほか行事その他の広報

力　報導機関との連絡

市長の定例記者会見　嘩時

局部長定例記者会見　毎月1回

報道磯田(市孜記者)に対する資料の提供

(鍾)記者クラブ加入社　( 12社)

朝日・毎日・読売・西日本・熊日　NHK-RKKォTKUォKKT'日本経癖・時事通信・共同通信
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CZ)広　　聴

ア　市民の声受付・処理状況

(昭和57年3月31日現在)

区 分

項 目

受 付 (A ) 処 理 (ら)

中 央 ォ 南 西 北 計 完 結 検 討
で き

な い
その 他 計

1

企

画

広

ォ

企 画

事 務 管 理 1 1 1 1

そ の 他 1 1

合 計 2 2 1 1

2

ォ

ォ

職 員 の 接 遇 . 服 務 2 1 1 4 3 1 4

市 有 財 産

m m 1 1 1 1

そ の 他 4 4 4 4

合 計 6 2 1 9 4 5 9

3

市

氏

自 治 振 興 2 1 3 2 1 .3

交 通 安 全 対 策 1 4 7 1 2 1 6 1 2 1 0

戸 籍 .住民 票 .印鑑 登録 1 1 1 1

保 険 1 1 2 1 1 2

年 金

福 祉 1 1 2 2 2

防 血 煙
2 5 1 9 5 2 2

そ の 他 1 1 2 1 1

合 計 6 9 1 2 1 0 7 4 4 7 7 2 3 1 9

4

衛

生

衛

壁

草 刈 り 9 6 8 1 3 7 1 8 1 1 5 1 0 5 3 1 0 8

動 物 管 理 3 5 3 2 4 1 7 1 6 1 1 7

そ 族 . 昆 虫 6 7 5 3 5 2 6 . 2 3 3

水 質 汚 濁 3 1 4 4 4

悪 臭 7 1 4 5 2 5 3 3 2 6 7 3 3

騒 音 . 振 動 9 1 4 5 5 5 3 8 3 4 1 3 3 8

大 気 汚 染 2 3 3 8 8 8

尿 健 予 防 1 1 5 1 8 2 3 1 2 8

そ の 他 9 1 0 5 1 2 5 1 8 5 2 3

小 計 4 6 1 2 2 4 7 2 0 3 9 2 7 4 2 3 6 4 1 2 4 2 6 5

請

描

ご み 収 集 3 3 2 1 1 1 0 8 2 1 0

不 法 投 棄 5 h 2 1 3 1 2 1 1 3

簡 易 浄 化 槽 2 2 3 1 8 7 1 8

汲 取 り

そ の 他 2 3 1 2 2 1 0 8 2 1 0

小 計 1 2 1 4 8 3 4 4 1 3 5 1 5 4 1

合 計 5 8 1 3 6 5 5 2 3 3 3 1 5 2 7 1 5 1 2 9 3 0 6

5

経

済

商 工 1 1 2 2 2

毒 林 2 3 5 4 1 5

観 光 1 1 2 1 1 2

耕 地 3 2 1 6 4 1 1 6

緑 化 推 進 3 2 1 2 1 9 6 1 1 8

そ の 他 . 2 2 2 2

合 計 1 0 3 5 4 4 2 6 1 7 2 1 5 2 5
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区 分

項 目

受 付 仏) 処 理 (B )

中 央 w 南 西 北 計 完 結 検 討
で き

な い
その 他 計

6

建

設

道

8 5

舗 装 新 設 6 l l 1 8 5 4 4 4 l l 1 4 1 8 3 4

舗 装 修 理 5 6 3 2 1 6 2 1 1 4 1 3 9 1 1 3 1 0 5 1 2 8

砂 利 道 修 理 1 3 7 2 4 1 7 1 4 3 1 7

路 側 修 理 1 2 1 1 5 4 1 5

改 良 1 6 3 6 1 1 7 2 2 3 2 9

私 道 整 備 1 1 1 3 1 1 2

歩 道 9 6 3 8 4 3 0 5 6 l l

防 護 柵 1 5 1 2 4 4 3 3 8 8 3 1 2 1 4

反 射 鏡 8 L 3 1 0 1 3 4 5 9 3 3 1 1 6

区 画 縁 1
,1 1 1

照 明 燈 3 .2 8 3 1 1 7 6 2 8 1 6

街 路 樹 4 1 1 b 4 2 6

清 掃 7 7 2 2 2 2 0 1 9 1 2 0

市 道 認 定

境 界 6 5 4 1 5 7 2 4 1 3

占 用 5 1 1 7 5 1 6

橋 梁 2 1 3 1 1 2

工 事 に 付 随 4 2 2 4 1 1 3 1 3 1 3

そ の 他 7 9 2 4 3 2 5 1 6 1 8 2 5

小 計 1 3 7 1 2 3 7 7 6 6 4 2 4 4 5 2 3 9 4 3 8 4 8 3 3 8

側

港

* 1 0 2 6 9 7 4 5 6 4 2 7 4 9

修 理 7 4 2 4 4 2 1 1 4 2 1 6

新 設 6 l l 2 b 2 5 4 4 3 l l

蓋 1 7 2 3 5 1 0 1 2 6 7 . 2 6 5 2 1 3 4

暗 渠 1 1 1 1

工 事 に 付 領 1 4 1 b 5 1 6

そ の 他 1 1 1 1 2 b 4 1 5

小 計 4 2 6 9 1 9 2 2 3 0 1 8 2 9 6 l l 2 1 3 1 2 2

排

水

路

ォ * l l 8 1 4 9 4 4 6 3 5 1 5 4 1

修 理 1 2 3 1 1

改 良 2 4 7 3 2 1 8 4 8 3 1 5

」 1 4 4 8 5 3 1 7 4 1 1 2

ag ォ 1 1 2 1 1

工 事 に 付 随 1 1 1 4 7 4 3 7

そ の 他 2 3 4 3 1 1 3 7 3 3 1 3

小 . 計 3 1 2 1 3 5 2 6 7 1 2 0 5 8 1 6 1 6 9 0

公

共

下

水

道

m m 3 1 4 3 1 4

修 理 1 1 1 1

新 設 2 1 3 1 1

桝 6 5 1 1 2 8 3 l l

人 孔

受 益 者 負 担 金

利 用

5

1

2 7

1

5

1

5

1
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区 分

項 目

受 付 (A ) 処 理 (追)

中 央 秦 南 西 北 計 完 結 検 討
で き

な い
その他 計

a

殺

そ の 他 2 1 2 1 6 4 2 6

小 計 1 7 1 2 2 3 3 4 2 3 6 2 9

河

川

清 掃 2 1 3 3 3

改 良
1 1 1 3 1 2 3

工 事 に 付 随
1 1 2 1 1 2

そ の 他 2 1 1 1 5 2 1 2 5

小 計 2 4 1 3 3 1 3 7 3 3 1 3

都

一市

開

発

開 発 行 為 1 2 2 5 3 1 4

区 画 整 理 2 2 1 1

公 園 . 広 場 9 5 8 2 1 2 5 1 3 4 1 2 2 0

そ の 他 1 2 4 1 8 5 1 b

小 計 1 0 1 0 1 2 5 3 4 0 2 2 4 1 4 3 1

建

ォ

建 築 指 導 5 2 2 5 1 1 5 1 0 4 1 4

市 営 住 宅 3 1 1 5 2 1 1 4

日 照 権

そ の 他 1 1 2 2 2

小 計 6 5 3 7 1 2 2 1 4 1 1 4 2 0

建 設 そ の 他
2 1 4 7 2 3 5

合 計
2 4 7 2 4 5 1 4 9 1 3 6 8 6 8 6 3 4 6 1 7 8 1 2 9 7 6 4 8

7 教 育
4 1 1 0 1 2 1 8 7 4 1 4 1 6

8 交 通
4 3 2 2 9 3 2 3 8

9 水 道 5 4 2 5 2 1 8 1 7 1 1 8

1 0 消 防 1 1 2 1 5 2 2 1 5

1 A1

外 関

s a

機 体

国
1 1 2 1 1 2

輿
8 、 6 8 4 3 2 9 1 6 3 2 7 A 2 8

そ の 他 3 3 1 7 5 5

合 計 l l 9 9 5 4 3 8 2 2 4 2 7 3 5

1 2 市 政 以 外 2 0 1 3 2 4 5 4 4 1 8 1 6 3 4

& eft 3 7 2 4 2 6 2 4 9 1 8 8 1 5 6 1,3 9 1 8 3 0 1 0 4 2 2 1 6 8 1,1 2 4

(注)完　結-・・-・-希望どおりに工事ができたり制度を適用できたもの

検　討-- ・・・-可能性があり将来の計画で検討されるもの

できない・---当分不可能なもの

その他-・---希望どおりではないが他の方法で説明できたもの

方法 電 文 * そ
計

受付 請 香 庁
の
也

累 計 7 2 2 2 4 0 3 7 2 5 7 13 9 1

内容 相 苦 要 r<t
計

受付 読 情 望 鰭

* 1+ 8 3 7 4 6 4 5 2 1 1 0 1.3 9 1
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イ　特別相談

相 談 種 目 曜 日 . 時 担 当 相 談 内 容 相談件数

税 務 相 談
⑧

1 3 : 0 0′-1 6 : 0 0
税 理 士 所得税 .相続税 . 贈与税など 2 1 1

人 権 相 談
l.l_l

1 3 : 0 0 ~ l 6 : 0 0
人 権 擁 護 委 員 名誉の侵害 .家庭間題な ど 3 1 1

登 記 相 談
㊨

1 3 : 0 0′-1 6 : 0 0

司 法 書 士

土地家屋調査士
殖続 .土地 . 建物登記 など 3 5 6

法 律 相 談
.->.'・・I.

弁 護 士
民事 .法的解釈を必要 とす るも

8 1 1
1 3 : 0 0- 1 6 : 0 0 のな ど

芸 ラ 霊 相 談 ⑧ ～㊨

9 : 0 0 ノ-1 6 : 0 0
専 門 相 談 員 サ ラ金に関す るこ となど 2 4 3

労 働 社 会

保 険 相 談

第 1 . 3 ⑧

9 : 0 0~ 1 2 : 0 0
社会保険労務士 労務管理 . 各種年 金 .労災な ど 1 6

建 築 相 談
第 3 ㊨

市 職 員
建築及び関係事項について のこ

5
9 : 0 0~ l 2 : 0 0 とな ど

(荏)労働社会保険相談及び建築相談は昭和5 6年1 2月開設

法律相談は予約制( 8名)相談当日の午前8時3 0分から電話により、市民相談課で直接受

け付け

ウ　市政懇談会

婦人市政懇談会「第1 0回市政を考える婦人のつどい」

開催日時　昭和57年1月28日　午後零時30分～午後3時30分

会　　場　産業文化会館大ホール

発言内容　「0才児医療費無料化の年令拡大について」

「青少年の団体活動の場について」

「市営バスの路線延長について」

「秋津支所改築について」

「市税について」

「市財政について」

「震災対策について」

「坪井川河川改修について」

BE!



「昼食時窓口開放について」

「託麻三山の整備について」ほか

参加者　婦人会会員約650名

工　市政モニター制度

昭和4 7年に制定した本市の「市政モニター設置要綱」に基づき昭和5 6年度のモニター制度を実施

した。

モニター数- 1 5 0名、構成=一般公募者と各種団体構成員

任期- 1年、報酬-記念品

oアンケート調査

第1回「障害者福祉について」

第2回「ごみの収集方法と減量化について」

第3回「市役所の印象と応対について」

第4回「火の国まつりについて」

第5回「市政だよりについて」

o現地視察広聴会「健やかで明るいまちづくり」

中央消防署、職業訓練センター、金峰山少年自然の家、東部清掃工場

oモニター会議4回

・委嘱式

・分科会　「幸せな市民生活を目指して」部会

「快適な生活環境を目指して」部会

「豊かな人間形成をEI指して」部会

・提言会議(代表者会議)

・活動報告、提言

7　事務改善

(1 )新庁舎建設に伴う窓口事務改善

ア　窓口改善の基本方針( 53年4月策定、総合窓口プロジェクトチーム)

(∋　歩かせない窓口をつくる

@　待たせない窓口をつくる

@　親切な窓口をつくる

@　自由に選べる窓口をつくる

(9　働きやすい窓口をつくる

この五つの方針に沿った近代的な明るい窓口の実現をめざし、市民サービスと事務能率の向上を図る

べく、改善計画を立て、新庁舎にふさわしい窓口事務処理のシステムをスタートさせた　( 5 6年1 1

月24日開庁)
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イし・窓口のレイアウトと機能の統合

市民と接触の多い主要窓口部門を、次の五つの部門にブロック化し、庁舎低層部1 -2階に配置する

とともに特に関連の深い窓口を相互に接近させレイアウトした0

①　市民部門　　　㊤　福祉部門　　　@　税務部門

@　相談部門　　　(り　出納部門

また.ェスカレークー等で1-2階を一体化し、立体的な総合窓口としての機能を持たせた。

り　市民課の窓口改善

レイアウト

来庁市民の約7 0%を受け持つ市民課を1階エントランスホール正面中央に配置、前方に1 7mのサ

ークルカウンターを、その後方に全長3 5mの直線カウンターを設置した。 (各種届・申請等の用細交

付、記載指導などの一次業務と、受付・処理・交付などの事務を分離し、その間をベルトコンベアで連

結)

各種事務機器等の導入

o書類搬送用ベルトコンベアシステム全2 3系統

(竪スノコ塾、総延長757メートル、うち、カウンター内設9本)

o電動回転保管庫(戸籍用5台、住民票用1 0台)

o電光呼出表示盤(交付窓口、待合室用、交付呼出しランダム電子番号表示装置)

oその他(高速竜式複写機9台など)

エ　模写電送装置(ファクシミリ)の導入による本庁支所闇オンラインシステムサービス実施

本庁市民課と市内6支所との間を通信回線(一般加入回線)で接続したオンラインによる模写電送シ

ステムを採用し、本庁と全支所間、及び各支所相互間における戸籍、住民票、印鑑の各証明発行事務を

所管区域に制約されることなく相互電送処理によって行う窓口サービスの実施( 5 7年2月から全面

運用開始)

オ　その他

oマイクロフィルムシステムの採用

市民課(除籍、改製原戸唐等)

資産税課(土地・家屋課税台帳)

o文書保管庫の設置

庁舎各階に、各課共用の保管文書倉庫を設置

移動書架を全面採用

(2)コンピューターの活用

コンピュータの導入及び準備事務

055年1月　オフィスコンピュータの導入(労働課)

失対事業就労者の賃金計算事務等に利用

採用機種　沖電気工業OKITACシステム9　モデル3 0(超小型機)

055年8月　競輪場にコンピュータ導入(事業課)
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投票券の発行、集計等の機械化実施

採用機種　日本トーター　TOTOR555H(中型機)

0 5 5年5月　庁内に「住民記銀電算化研究会」 (市民課、選管事務局、企画調整課で構成)を設置

055年6月　職員のコンピュータ教育研修開始

導入準備要員及び関係課職員の教育研修(地方自治情報センターのセミナー受講派遣)

55年度　　27人

56年度　11人

0 5 6年8月　「熊本市電子計算組歓活用研究協議会」を設置(関係部局長らで構成、コンピュータ

の活用による行政事務近代化と市民サービス向上のための総合的、かつ、基本的方策につき研究協

議に着手)

-47-



電算処理委託状況
(昭和56年度)

P ▼.* l 門 主 管 課 処 理 業 務 委 託 料 ( 千 円 ) 委 託 先
開始

年 産

税 務 部 門

( 税 衷 部 )

市 民 税 課
市 県 民 税 3 6 ,6 3 2 R K K 4 1

軽 自 動 車 税 5,0 2 1 〟 4 3

資 産 税 課 固 定 資 産 税 5 2,8 0 2 〟 4 1

主 税 課

法 人 市 民 税 5,8 5 6 〟 5 4

税 収 納 管 理 5 5,2 3 2 〟 4 5

税 収納 明細 ( C O M ) 5 ,1 9 2 福 岡 電 算 . 5 4

納 税 課
口座 振 替、 滞 納 整理 1 4,8 0 4 R K K 4 7

納 税 組 合 事 務 費 1,5 4 8 ′′ 4 7

4 、 計 1 7 7,0 8 7

総 務 部 門

会 計 皇 財 務 会 計 6,6 5 3 R K K 5 3

財 政 課 市 債 統 計 5 6 1 ′′ 4 3

給 与 課 給 与 計 算 1 4 ,8 7 8 〟 4 2

職 員 厚 生 課

職 員 健 康 保 険 4 0 5 〟 4 4

団体 保 険 . 厚 生 貸 付 1,2 3 7 ′′ 4 7

家 族 療 養 附 加 金 1,0 5 3 〟 4 7

/J、 計 2 4,7 8 7

民 生 部 門

∴ + )

保 険 課

国 民 健 康 保 険 4 9 ,5 9 0 R K K 4 2

同 レ セ プ ト 1 8 ,8 2 1 〟 5 6

乳 児 . 障 害 者 医 療 5 ,0 1 2 ′′ 5 6

国 民 年 金 課
国 民 年 金 3 4 ,1 0 0 K I S 5 1

所 得 状 況 1 0 1 R K K 5 .1

社 会 課
生 活 保 護 医 療 券 4,8 0 0 〟 5 1

児 童 手 当 1,7 6 9 K 工 S 4 8

保 育 課 児 童 措 置費 (保 育料) 7,3 8 5 R K K 4 9

/J、 計 1 2 1,5 7 8

建 設 部 門

¥

下水 道 管理 課

受 益 者 負 担 金 1,9 3 0 R K K 4 4

下 水 道 使 用 料 7,0 3 2 K I S 5 1

水 洗 化 貸 付 金 4 ,9 3 4 〟 5 1

区 画 整 理 課 換 地 計 算 2 ,1 4 0
左 ン言 ツ孟

4 5

/J、 計 1 6,0 3 6

市 民 病 院 病 院 事 務 局 病 院 経 理 4 ,6 3 8 R K K 5 5

水 道 局 営 業 琵果 水 道 料 金 5 9,4 5 2 K 工 S 4 2

交 通 局 総 務 課 給 与 計 . 算 2,4 8 6 熊 本 計 算 4 4

合 計 1 .7 課 2 8 m m 4 0 6 ,0 6 4 5 社 に委 託

(注)委託先　RKKは、アール・ケ-・ケーコンピュータサービス

KI Sは、熊本情報処理センター
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8　職　員　研　修

(1 )融修受講人異 (昭和56年度)

区 分

職 場 外 研 修

派 遣 研 修 合 計

一 般 研 修 専 門 研 修 そ の 他
.. 計

延 人 員 6 6 4 1.0 3 1 1.6 1 4 3.3 0 9 2 9 2 3.6 0 1

(2)一般研修

研 修 名 対 象
回
.数 人 員

日

tt
実施 時期 内 容

新 規採 用

前

初

採

用

一 般 行 政 職
回.

1

人

8 8

日

2 5

月

4 対象 1 8 7 人
前期採用者 1 5 0 人

後期 〝 3 7 人

公務員 としての自覚と意識の確立を図らせ、職務
遂行に必要な実務の基礎知識を習得させ 職場へ

技能労務職 A 1 2 3 1 6 4

" B 1 1 3 1 0 4

保 健 婦 1 5 1 4 4

看 護 鱒 1 7 1 0 4
職 員研 修 の適応力と市職員としての心構えを養成する

講師 主に部内講師医 療 技 術 職 1 14 7 5

I

採
用

】 般 行 政 職 1 15

3 5 1 2- 1技能労務聴 A 1 18

// B 1 4

事務員 . 技術員 主 事 補
1 1 3 3 5

職務を適切に遂行するために要請される知識 . 技

研 修 技 師 補 舵 .態度及び判断力 . 表現力の基礎を養 う
辞師 ‥部内講師及び部外講師

吏 員 研 修 (ll
主 事

3 1 2 0 5 6 - 7

担当する職務を遂行するために必要な法の解釈と

運用能力の基礎知識を習得するとともに市行政の
技 師 現状と将来を認識する

講師 部内講師及び部外講師

女子職.員 研修
主 事

技 師
1 2 7 3 1

悪欝 謂 鶴 軍曹鋒 謂 馬 畠孟宗轟鼻吾向

上を区lる
要鮎 ‥‥潮 蔀整産纏 綿 撃

^ "*-- ~ " - 一蝣・* i. 一蝣吏 員 研 修 (2)
主 事

技 師
0

係 長 研 修 (1) 新任係長職 3 6 9 5 1 0
新任監督者としての職務、役割を遂行するために
必要な知識、技能及び原理原則の習得を図る

講師 部内講師

係 長 研 修 (2) 係 長 職 1 2 4 3 2

重要かつ複雑な職務を執行管理するために必要な
監督者としての応用力、実践力を 0 J T i)- ダー
養成をとおして習得する

委託先 .‥参画経営研究所

課長補佐研修(1) 新 任補佐職 1 4 4 3 7

課長の職務、役割を補助代行する補佐としての職

務を遂行するた糾 こ必要な知識、技能を習得する
委託先 ..∵近代経営協会

課長補佐研修(2) 課長補佐職 1 2 7 2 7
抹長補佐として重要かつ複雑な職務を執行管理す

るために必要な知識、技能を習得する
誘師.…..部内講師及び部外講師

課 長 研 修 課 長 職 2 7 3 3 9 ・10

市行政を効果的に執行するために必要な総合的視

野にたったものの見方、考え方及び諸々の問題に
対する解決能力を養う
講師 ‥部外講師

部 長 研 修 部 長 職 1 3 3 2 8

複雑多岐な地方行政の企画決定及び運営に直接携

わる上級管理者として要請される高度な行政能力
と時代に即応した行政感覚を養成する
講師 部外講師



(3)専門研修

研 修 名 対 象
回

ォ
人 員

日

数
実胡時 期 内 容

文 書 事 務 研 修 全 職 員

回 人

8 6

日

3

月 行政 を民主 的、能率 的に処理す るために必

3 8 要 な文書事務 の合理的運 用能力 を養 う

講師 部内講師

接 遇 研 修 〟 2 3 7 2 8

公務員 として、 日常業務 に必 要な接遇の心

構 え及び態度にづ いて考 える とともに、応

対 のあ り方について習得す る

講 師 部内講師及 び部外講 師

法 制 執 務 研 修 〟 1 2 2 5

l # H l

8

立法事務 の原則及 び技術 を正 し く理 廃す る

と ともに、法 の解釈及 び運用能 力の向上 を

図 る

講 師 熊大教授

電 気 技 術 研 修 電 気 技 術 職 5 8 芝～S 5 ・7 - 1 0
l l - 2

電 気設備の保 全管理 につ いて

委託研修

栄 養 士 研 修 栄 養 士 1 5 2 9

複雑 多陵化す る栄養士の 業務 を合理 的かつ

能率的に遂行す る能力を養 う

話師 …..一熊大 その他

保 育 所 研 修 保 母 2 8 5 9 8 1 - 5 5 ~ 3

障害児保 育、 自閉症児保育、幼児体育、 中

堅 保 母、園長研修等 の専 門的な 知識及 び技
術を習得する ことによ り保育者 としての そ

の資質の向上を図 る
講師" .‥部外講師

保 健 婦 研 修 .保 健 婦 1 0 2 0 0 1 5 - 7 '
保健業務遂行に必要な医 学的知 識 を理解習

(2 H ) 1 0 - 1 ' 2
3

得 することに よ り保健業務の拡充 と保健婦

の資質 の向上を図 る

行 政 法 研 修 全 職 員 1 2 5 1 0 1 0

行政及び行政法 の意義、 特質を理解す ると

と もに行政 処分を法律行 為 として思考処理

す る能力 を養 う

講 師 熊大教授

地方 自治法研修

「憲法 と地方 自治 」
〟 1 1 5 5 1 1 ~ 1 2

)

現実 に生起す る問題に対 処で きるよ う行政 .

実例 、判例等 を引用 しつ つ地方 公共団体の

組 放及び運営 についての 基本法 であ る地方
( 半 日 自治法の体系的 な理解を図 る

講 師..…. 熊大教授

地方公務員渉研鯵 〟 0

地方 公務 員法 の理念 、性 格およ び具体的内

容 を現行公務員制度の関連にお いて理解す

る

話 師….l.部内講師

民 法 研 修 〟 1 1 8 1 0
( 半 日

1~ 2
)

私人相互関係を規律する民法 の中の 「物権

法 」の概 要 を理 解 す る とともに公法 との

関連 について も言及す ることに よ り、行政

の 公正的確 な処理能 力を養 う

講 師 熊本 商大講 師
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(4)リーダー養成研修・その他の研修

研 修 名 対 象 回数 人 員 日 数 実施時期 内 容

リ

)

ダ

I

*

成

部 内 辞 一師

着 成 研 修
部 内 詐 師

回

0

人 日 月 部 内講師 に研修のあ b 方、学習指導 の方法

等 を習得 させ ることに よ b 職員研修 の効果

を よ b 高める

公務員倫理指導
者研修 ( K E T ) 〟 1 2 5 l l 委託 先 .…‥公務研修 協議 会

公 研 協 方 式
接遇指導者研修 〟 0 「接 遇研 修指導者養成研修 会」

J S T
指導者養成研修 〟 1 1 8 4～ 6

委託 先… .‥日本人 事管理協 会

研

修

EL
( 標 準 課程 ) 「J S T 指導者養成課程 」

J S T
指導者養成研修 〟 0

委託 先 ..一.‖日本人事 管理協 会

( ffi s s e ) 「事例研 究技法 コース 」

そ

の

他

の

釈

修

管 理 者 講 演 会 管 理 者 3 3 7 0 3
(半 日) 7 - ll - 1

「行政改 革のゆ くえ」 .‥ … .屈 山太郎氏

「日本 の政 治は どこへ行 くか」平野宗美氏

「公務員 の社 会的機能 と職業倫理 」

加 藤富子氏

職 場 研 修

福 祉 事 務 所

食肉センター

教 育 委 員 会

産業文化 会館

初 野 . 課

Tfi S 税

獣 医 師

公 等

学 校 主 事

9

6 4

ll

8 0

吉3 4 20 !

4 0

29

50

82 J

同和問題研修会 1 3 5 0 1 7 「人権 と同和問題 」 磯 村 英～氏

精 神衛生講 演会 1 5 0 1 2
招 集 甜 ・ ] 蝣 ‖…:夜だい なだ氏

治 水 事 業
に関する研修会 1 1 6 0 1 8

用 地 研 修 1 3 9 7 1～ 2

手 話 技 術 研 修 1 3 3 2 3 1 0 ~ 3

フ ア ミ リ I

トレー ニ ン グ

市 民 税 課

市 民 課

管 財 訣

農 政 課

1 3 2 3 7

読 ( 組放 = フア ミリl ) を】つの単位 とし

て組歳 E]標を合理的、能率的、計 画的に達
成す るための問題点の把握 とその解 決法を

追求する

委託先 ‖組放能力開発センター

通 信 教 育 全 職 員 1 1 4 9 7～ 1

教養 コl ス、事務管理 コースほか

実施校 ..… .産業能率短期大学 、日本 マネ ジ

メン トスクール、 日本経 営協会

日本 ペンスクール

聴 講 生 〟 1 5 4 ~ 3
委 託先‥ 熊本 大学 法学部

講座 名 ..一...行政 法、憲法、民法、労働 法

研 究 生 〟 1 . 3 4～ 3
委託先 ...‥.熊本 大学 医学部 、薬学部 、理学

部
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(5)派遣研修

研 修 ′ 名 場 所 人 一員 期 間

研

修

所

派

遣

研

修

海 外 沢 1 遣 研 修 欧 . 米
2 人

13 [潤 、10日間

自 治 大 学 .校 ( 1 部 ) 革 京 都 1 6 カ月

自 治 大 学 校 ( 2 部 ) 〟 1 3 カ月

自 治 大 学 校 ( 癖 務 ) ′′ 1 1 カ月

都 市 派 遣 研 修

岡 山 市 、 倉 r敷 市 ほ か 2 7 3 日

姫 路 市 、 神 戸 市 は か 3 0 3 日

尼 崎 市 、 福 山 市 1 0 3 日

鹿 児 島 市 1 5 2 日

特
刺

派
遣
研
修

熊 日 市 民 大 学

「 経 営 セ .ミ ナ ー 」
熊 本 市 4 6 5 月.～3 月

行 財 政 研 修 会 東 京 セ ミナー. 東 京 都 0

本 省 派 遣 研 修 東京都. 自治省行政局脚 噂果 4 1 年間

各 遠

謀 研
沢修

専 門 技 術 研 修 東 京 都 . ほ か 4 4 1 日.～ 7 日

一 般 派 遣 研 修
′′

1 2 8 5 日 -50 日
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9　選　　挙

(1)永久選挙人名簿登録者数
(昭57.5.24現在)

開 票 区 投 票 区 投 票 所 男 女 計

1

1 碩 台 4 、 学 校 1,3 1 4 1,8 6 9 3 ,1 8 3

2 信 愛 女 学 院 幼 稚 園 8 2 0 1,3 2 1 2 ,1 4 1

3 桜 山 中 学 校 2,7 5 5 2,4 7 9 5,2 3 4

4 黒 髪 小 学 校 1,3 7 4 1,5 8 0 2 ,9 5 4

5 市 立 高 校 1,3 8 7 1,7 8 2 3 ,1 6 9

6 弓 削 出 村 公 民 館 1,1 5 0 1,2 7 4 2 ,4 2 4

7 龍 田 /]、 学 . 校 3,2 0 2 3,5 5 3 6,7 5 5

8 武 蔵 小 学 校 1,3 6 4 1,5 1 9 2 ,8 8 3

9 棉 /J、 学 校 2,5 4 3 2,8 7 6 5,4 1 9

1 0 麻 生 田 小 学 校 2 ,6 7 0 3,0 7 8 5,7 4 8

l l 城 北 小 学 校 9 9 0 1,0 9 9 2,0 8 9

1 2 八 景 水 谷 公 民 館 2,5 9 6 1,7 3 1 4 ,3 2 7

1 3 清 水 小 学 校 2,1 1 6 2,5 0 0 4,6 1 6

1 4 亀 井 公 民 館 1,1 9 9 1,4 6 5 2 ,6 6 4

1 5 高 平 台 小 学 校 2 ,5 2 8 2,9 1 6 5,4 4 4

1 6 銀 杏 学 園 短 期 大 学 1,1 3 2 1,3 1 9 2 ,4 5 1

1 7 京 陵 中 学 校 1,2 0 8 1,6 3 0 2 ,8 3 8

1 8 壷 川 /J、 学 校 1,7 6 4 2,3 7 3 4 ,1 3 7

1 9 京 町 台 保 育 園 9 3 8 1,2 1 6 2 ,1 5 4

2 0 池 EB A 、 学 校 2,3 9 6 2,5 9 0 4 ,9 8 6

2 1 一 新 幼 稚 園 8 7 5 1,3 0 3 2 ,1 7 8

2 2 - 新 小 学 校 1,3 7 0 1,8 7 6 3,2 4 6

2 3 横 手 保 育 園 8 2 7 1,0 9 1 1,9 1 8

2 4 慶 徳 /J、 学 校 7 5 7 1,1 2 6 1,8 8 3

2 5 熊 本 市 役 所 1,3 9 2 2,1 0 3 3 ,4 9 5

2 6 白 川 /j、 学 校 1,1 7 1 1,5 9 5 2 ,7 6 6

2 7 鎮 西 高 校 1,0 3 6 1,2 9 6 2,3 3 2

2 8 大 江 /J、 学 校 2,0 7 1 2,4 4 6 4 ,5 1 7

2 9 九 州 学 院 1,3 3 9 1,7 9 3 3 ,1 3 2

3 0 託 麻 北 4 、 学 校 1,5 0 0 1,6 3 4 3,1 3 4

3 1 託 麻 東 小 学 、 校 2 ,8 9 7 3,1 7 1 6,0 6 8

3 2 託 麻 西 /J、 学 校 2,9 3 2 3,1 1 0 6,0 4 2

3 3 県 身体 障害 者 福 祉 セ ンタ- 1,0 9 6 1,1 9 4 2 ,2 9 0

3 4 清 水 北 老 人 憩 の 家 5 9 9 6 5 7 1,2 5 6

3 5 上 熊 本 老 人 憩 の 家 4 5 7 5 6 0 1,0 1 7

3 6 託 麻 市 民 セ ン タ ー 9 5 9 1,0 0 1 1,9 6 0

/1、 計 5 6 ,7 2 4 6 6,1 2 6 1 2 2 ,8 5 0

2

4 1 五 福 /1、 学 校 8 6 4 1,1 9 0 2 ,0 5 4

4 2 花 園 公 民 館 1,3 3 8 1,6 4 0 2 ,9 7 8

4 3 花 園 /]、 学 校 2,6 0 1 2,9 6 8 5,5 6 9

4 4 岳 林 寺 1,6 1 4 2,0 0 2 3 ,6 1 6

4 5 城 西 小 学 校 2,6 3 1 3,1 3 9 5 ,7 7 0

4 6 春 日 /]、 学 校 2,0 6 9 2,4 2 3 4 ,4 9 2

4 7 春 日 保 育 園 8 1 5 1,1 2 3 1 ,9 3 8

4 8 古 町 /J、 学 校 1,5 9 0 2,1 2 5 3 ,7 1 5

4 9 三 陽 自 動 車 学 校 1,9 1 4 2,4 2 1 4 ,3 3 5

5 0 白 坪 4 、 学 校 1,5 9 3 1,8 5 4 3 ,4 4 7

5 1 池 上 小 学 校 1,7 8 1 2,0 5 5 3 ,8 3 6

5 2 城 山 小 学 校 2,5 0 8 2,9 1 0 5,4 1 8

5 3 松 尾 東 公 民 館 4 7 9 5 5 4 1,0 3 3
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開 渠 区 投 票 区 投 票 所 男 女 計

2

5 4 徐 尾 西 /1、 学 校 5 6 3 6 2 3 1 ,1 8 6

5 5 松 尾 北 公 民 館 1 1 3 1 2 3 2 3 6

5 6 小 島 /J、 学 校 1,0 2 1 1 ,2 0 6 2 ,2 2 7

5 7 有 明 保 育 園 2 5 7 2 8 4 5 4 1

5 8 中 島 /1、 学 校 6 8 5 8 0 7 1 ,4 9 2

5 9 二 番 公 A 民 館 7 7 6 8 8 6 1 ,6 6 2

6 0 城 南 中 学 校 1,7 1 6 2 ,5 2 1 4 ,2 3 7

6 1 川 尻 公 会 堂 1,5 1 7 1,7 8 3 3 ,3 0 0

6 2 力 合 /j、 学 校 1,9 6 4 2 ,1 9 4 4 ,1 5 8

6 3 日 吉 4 、 学 校 2,3 6 7 2 ,7 1 1 5 ,0 7 8

6 4 森 下 保 育 園 1,8 8 1 2 ,0 6 6 3 ,9 4 7

6 5 向 山 /J、 学 校 1,6 0 1 2 ,0 0 9 3 ,6 1 0

6 6 世 安 公 民 P 館 1,3 0 5 1 ,5 6 3 2 ,8 6 8

6 7 本 荘 小 学 校 1,2 5 8 1 ,7 5 4 3 ,0 1 2

6 8 春 竹 4 、 学 校 2 ,4 7 7 3 ,1 6 6 5 ,6 4 3

6 9 尊 意 内 高 等 職 業 訓 練 校 1,5 8 9 1 ,9 0 2 3 ,4 9 1

7 0 託 麻 中 学 校 1,6 6 1 1 ,9 2 3 3 ,5 8 4

7 1 EEl 迎 /)、 学 校 2 ,1 1 8 2 ,3 1 9 4 ,4 3 7

7 2 御 幸 /J、 学 . 校 2 ,2 0 2 2 ,4 8 6 4 ,6 8 8

7 3 仁 愛 幼 育 - 園 8 6 1 1 ,0 0 8 1 ,8 6 9

/j、 計 4 9 ,7 2 9 5 9 ,7 3 8 1 0 9 ,4 6 7

3

8 1 西 .原 =/)、 学 校 2,8 2 7 3 ,0 1 4 5 ,8 4 1

8 2 西 原 公 民 館 9 6 9 1,1 2 1 2 ,0 9 0

8 3 菊 水 学 園 1,4 0 4 1,5 7 5 2 ,9 7 9

8 4 託 麻 原 小 学 校 2 ,7 5 5 3 ,0 9 3 5 ,8 4 8

8 5 東 水 前 寺 公 民 館 2,0 3 6 2 ,4 8 3 4 ,5 1 9

8 6 帯 山 中 学 校 1,5 1 6 1 ,7 1 2 3 ,2 2 8

8 7 帯 山 小 学 校 2 ,3 5 7 2 ,8 5 3 5 ,2 1 0

8 8 青 山 校 区第 6 町 内 公 民 館 1,3 4 6 1 ,5 4 3 2 ,8 8 9

8 9 京 壕 公 民 館 1,2 5 5 1 ,4 7 1 2 ,7 2 6

9 0 尾 ノ 上 小 学 校 2 ,6 2 5 2 ,9 2 4 5 ,5 4 9

9 1 月 出校 区第 1 町 内 公 民 館 2 ,7 7 2 2 ,8 3 9 5 ,6 1 1

9 2 東 町 小 学 校 2 ,6 7 8 2 ,8 0 0 5 ,4 7 8

9 3 板 木 /)、 学 校 2,5 2 5 2 ,8 1 3 5 .3 3 8

9 4 秋 津 第 2 公 民 館 1,2 5 9 1 ,4 3 6 2 ,6 9 5

9 5 東 野 中 学 校 1,6 3 6 1 ,8 8 7 3 ,5 2 3

9 6 若 葉 小 学 校 2,1 4 2 2 ,5 2 9 4 ,6 7 1

9 7 泉 ケ 丘 小 学 校 1,3 9 7 1 ,7 0 7 3 ,1 0 4

9 8 泉 ケ 丘 公 民 館 1,4 8 3 1 ,8 3 5 3 ,3 1 8

9 9 健 軍 /j、 学 校 1,7 9 8 1,8 1 2 3 ,6 1 0

1 0 0 湖 東 中 学 校 1,8 8 3 2 ,2 5 0 4 ,1 3 3

1 0 1 砂 取 小 学 校 2,2 2 2 2 ,9 2 2 5 ,1 4 4

1 0 2 謄 本 ろ う あ 会 館 7 8 5 1,0 0 7 1 ,7 9 2

1 0 3 画 図 4 、 学 校 1,4 2 0 1 ,6 2 3 3 ,0 4 3

1 0 4 江 津 湖 団 地 第 2 集 会 所 1,7 6 6 2 ,0 4 7 3 ,8 1 3

1 0 5 出 水 /)、 学 校 1,4 6 2 1 ,9 9 7 3 ,4 5 9

1 0 6 覚 法 寺 1,1 5 8 1 ,4 7 7 2 ,6 3 5

1 0 7 出 水 中 学 校 2 ,5 2 6 2 ,8 8 8 5 ,4 1 4

1 0 8 白 山 4 、 学 校 2 ,7 9 8 3 ,2 8 3 6 ,0 とil

1 0 9 白 山 保 育 園 7 2 0 9 1 1 1,6 3 1

1 1 0 月 出 小 学 校 1,5 4 7 1 ,6 9 2 3 ,2 3 9

4 、 計 5 5 ,0 6 7 6 3 ,5 4 4 1 1 8 ,6 1 1

合 計 1 6 1 ,5 2 0 1 8 9 ,4 0 8 3 5 0 ,9 2 8
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(2)市議会議員選挙各種記録の推移

草 地 行 年 月 日

区 分 昭 3 8 . 4 . 3 0 昭 4 2 . 4 . 2 8 昭 4 6 . 4 .2 5 昭 5 0 . 4 .2 7 昭 5 4 . 4 . 2 2

有 権 者 総 数 2 2 6 ,4 4 0 2 4 9 ,6 8 5 3 0 1 ,8 6 4 3 1 8 ,1 6 9 3 4 0 ,5 4 8

投 票 者 数 1 6 5 ,7 6 3 1 8 4 ,4 7 2 2 1 9 ,8 0 8 2 2 9 ,0 7 6 2 4 3 ,0 1 0

投 票 率 (% ) 7 3 .2 0 7 3 .8 8 7 2 .8 2 7 2 .0 0 7 1 .3 6

立 候 補 者 数 9 6 9 9 8 9 6 8 6 4

定 数 4 8 4 8 5 2 5 2 5 2

最 高 得 票 数 4,5 2 7 3 ,6 6 4 4 ,6 6 1 5,6 1 8 6 ,4 9 8

当 選 者 最 低 得 票 数 1,7 3 4 1 ,9 1 6 2 ,4 3 8 2,7 0 0 3 ,2 0 6

立 候 補 者 最 高 年 齢 6 9 7 3 6 6 6 8 8 0

〝 最 低 年 齢 2 5 2 9 2 6 2 7 3 0

(3)各種選挙の投票率

(単位　%)

十 十 別 i- , 蝣',' !' m i 第 2 第 3 全 体

熊 本 市 長 選 挙 (昭 5 3 . l l . 2 6 ) 4 1.8 3

ー

4 0 .5 7

i

4 0 .7 9

-

4 1 .0 8

熊 本 県 知 事 選 挙 (昭 5 4 . 2 . 4 ) 3 4 .0 2 3 2 .l l 3 3 .5 0 3 & 2 5

県 議 会 議 員 一 般 選 挙 (昭 5 4 . 4. 8 ) 6 3 .3 1 6 6 .2 5 6 2 .2 5 6 3 .8 6

市 議 会 議 員 T 一般 選 挙 ( 昭 5 4 . 4. 2 2 ) 7 0 .1 8 7 4 .8 1 6 9 .3 9 7 1 .3 6

参 議 院 議 員 補 欠 選 挙 ( 昭 5 4 . 4. 2 2 ) 6 7 .8 2 7 3.0 8 6 6 .9 4 6 9 .1 5

衆 議 院 議 員 総 選 挙 ( 昭 5 4 .1 0 . 7 ) 6 9 .5 5 6 9 .8 9 6 9 .4 2 6 9 .6 1

衆 議 院 議 員 紐 選 挙 (昭 5 5 . 6 . 2 2 ) 7 4 .9 5 ▼ 7 4 .2 2 7 4 .8 6 7 4 .6 9

参 議 院 議 員 通 常 選 挙 (昭 5 5 . 6 . 2 2 )

l

7 4 .8 8

l

7 4 .1 4 7 4 .7 8 7 4 .6 2
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(4)各種選挙党派別得票状況

. 弟 派 別

選 挙 月ー
区 分 自 民 社 会 公 明 民 社 共 産 諸 派 撫 鳩 計

熊 本 市 長 選 挙

総 得 票 数 1 14,1 7 7 2 5.5 9 7 1 3 9.7 7 4

最 高 〝 11 4,1 7 7 2 5,5 9 7

最 低 〝 11 4.1 7 7 2 5.5 9 7

得 票 率 ぐ泊 81.6 9 1 8.3 1 1 0 0

候 補 者 数 1 1 2

無 本 県 知 事 選 挙

総 得 票 数 96,0 7 7 1 8,2 8 7 1 14.3日

最 高 〝 96,0 7 7 1 & 2 8 7

最低 〝 96,0 7 7 1 8,2 8 7

得 票 率 PS 8 4ー0 1 1 5.9 9 10 0

候 補 者 数 1 . 1 2

県 議 会 議 員 選 挙

( 無 本 市選 挙 区 )

ff K 1 6

総 得 票 数 10 1,4 0 1 4 0,2 7 3 3 3,5 2 7 l l,1 50 l l,0 8 8 1 0.8 0 0 9,8 2 7 2 1 8,0 6 6

最 高 〝 13,8 0 7 1 0,8 0 8 l l,8 9 0 l l,1 5 0 l l.0 8 8 1 0.8 0 0 9,8 2 7

最 低 〝 10,2 1 7 1 0,2 0 4 1 0.6 3 8 l l,1 5 0 l l,0 8 8 川 8 0 0 9,8 2 7

得 票 率 細 46.5 0 1 8.4 7 1 5.3 8 5.l l 5.0 8 4.9 5 4.5 1 10 0

候 補 者 数 9 4 3 1 1 1 1 2 0

市 議 会 議 員 選 挙

定 数 5 2

総 得 票 数 76,5 5 8 45.2 7 1 3 3,4 3 7 1.1 2 6 9,6 3 0 5.1 2 2 6 5.9 6 0 2 4 0,1 0 7

最 高 〝 6,4 9 8 4,8 6 4 4,2 6 5 4,1 2 6 3,8 4 9 5,1 2 2 5.8 4 3

最 低 〝 3,2 0 6 3,5 4 6 a 2 i i 4,1 2 6 3,2 1 1 5.1 2 2 3,2 9 9

得 票 率 糾 31.8 8 1 8.8 6 1 3.9 3 1.7 2 4.0 1 2.1 3 2 7.4 7 1 0 0

候 補 者 数 18 1 2 9 1 3 1 2 0 6 4

参 議 院議 員 補 欠 選 挙

( 地 方 区 )

欠 負 l

総 得 票 数 12 1,3 6 4 7 7,3 4 1 2 8.0 4 0 2 2 6,7 4 5

最 高 〝 12 1,3 6 4 7 7,3 4 1 2 8,0 4 0

最低 〝 12 1,3 6 4 7 7,3 4 1 2 8,0 4 0

得 票 率 ぐ狗 53.5 2 3 4ー1 1 1 2.3 7 10 0

候 補 者 数 1 1 1 3

衆 議 院 議 員 総 選 挙

( 無 本県 第 1 区 )

定 数 5

総 得 票 数 56,9 5 3 6 9,6 6 4 39.7 5 5 1 0.1 8 8 1,2 8 6 6 3,8 7 2 2 4 1,7 1 8

最 高 〝 33,8 4 4 4 2,0 1 3 39,7 5 5 1 0,1 8 8 1,2 8 6 4 5,5 6 5

最 低 〝 21 1 0 9 2 7,6 5 1 3 9,7 5 5 1 0,1 8畠 1,2 8 6 5 5 5

得 票 率 伽 23.5 6 2 8.8 2 1 6.4 5 41 2 0.5 3 2 6.4 2 1 0 0

候 補 者 数 2 2 1 1 1 3 1 0

衆 議 院 議 員 総 選 挙

( 熊本 県 第 1 区 )

定 数 5

総 得 票 数 122,1 2 4 5 0.8 0 0 4 7.6 0 5 I l l.5 1 1 1.6 5 9 2 5,5 9 1 2 5 9,2 9 0

最 高 〝 46′9 2 6 5 0.8 0 0 4 7,6 0 5 l l.5 1 1 1,年5 9 2 5,5 9 1

最低 〝 35.0 9 6 5 0.8 0 0 4 7,6 0 5 l l.5 1 1 1.6 5 9 2 5,5 9 1

得 票 率 (狗 47‥1 0 1 9.5 9 1 8.3 6 4.4 4 0.6 4 9.8 5 1 0 0

候 補 者 数 3. 1 .1. 1 1 1 8

参議 院 議 員通 常選 挙

( 地 方 区 )

定 数 2

総 得 票 数 140.9 5 8 9 0.8 8 9 1 5,1 2 5 2 4 6,9 7 2

最 高 〝 76,6 9 0 9 0,8 8 9 1 5,1 2 5

最 低 〝 64 .2 6白 9 0.8 8 9 1 5,1 2 5

得 票 率 紬 57.0 8 3 6.8 0 6.1 2 1 0 0

候 補 音 数 2 1 1 4

(注)県、市議選の最低得票数は当選者分を示す
国会議員の選挙については、熊本市の投票結果を記載
接分による小数点以下の得票数は省略
熊本市長選挙における「諸派」は「熊本市をJ:くする会」
熊本県知事選挙における「諸派」は「熊本県をよくする会」
県議会議員選挙における「諸派」は「新自由クラブ」
市議会議員選挙における「諸派」は「生長の家政治連合」
衆議院議員選挙における「諸派」は「日本労働党」
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10　友　好　都　市

都市名　　　桂林市(中華人民共和国)

提携年月日　昭和54年10月1日

目　的

友好都市とは.通常姉妹都市とも呼ばれているもので、地形.歴史、伝統等が類似している都市と都市との縁組

で都市相互間の文化提携・文化交流、留学生交換、行事の招待など幅広い交流を行い、国際親善の実をあげる

ことを目的としているp

提携までの経緯

無本市は・かねてより中国の都市との友好都市締鮭を考慮していたが.昭和54年7月、中国桂林市へ友好都

市締結についての事務打合せのための先遣団を派遣、同年1 0月1日.梁成業桂林市革命委貞会主任を団長とす

る桂林市友好訪問団一行20名を無本市に迎え・市議会の同意を得て、市制施行90周年記念式典と機を一にし

て友好都市の調印式を挙行した。

桂林市の概要

桂林市は・中国西南臥広西壮(チワン)族自治区の東北部に位置する永い歴史をもった風光明婚な都市で.

市内には澄みきった水がゆったりと流れる清江おいに、南画にみられるような杏峰、杏岩(象鼻山・独秀峰.畳

彩山・産笛岩などと名付けられている)がそそり立ち「桂林山水甲天下」と襲われるすばらしい景観を呈L,ている。

また・桂林の桂はキンモクセイのことで・キンモクセイの荷路樹が衝の隅々まで植えられて.苑の咲く9月・

1 0月には荷中がその香りで包まれると云われている。

桂林市の人口は・現在約39万人で・大多数は漢民族であるが・回・壮・音域などの民族からなっている。面

積は525平方キロメートル(憩本市の約3・1倍)で・気候は亜熱帯地方に属し、年間の平均雨量は1,900ミリ

メートル・平均気温19'Cと温和で・住みよい地方とされ・古くから広西の政治、文化の中心地として栄えてき

たところである.

親善交流状況

昭和5 5年1月星子鰭本市長を団長とする熊本市友好訪問団が桂林市を中心に中国各地を歴訪し、友好交流事

業について具体的話し合いを行って以来、両市の友好往釆はますます活発になD、特にこの間の在来は、将来の

交流の基礎を築いた。

主な交流事業をあげると、

55年　8月　梁山稜林市革命委員会主任及び歌舞団　56年　2月　熊本市の千原桜を種林市に贈呈

一行の火の国まつり参加　　　　　　　5 6年　8月　　熊本市高校生の桂林市訪問

55年　9月　熊本市友好訪問団の桂林市訪問　　　　56年10月　熊本市民友好の異種林市、南寧市、

5 5年1 1月　　熊本市の公害関係職員を桂林市に派遣　　　　　　　　　昆明市訪問

このほか、民間にかける文化交流(アマチュアオーケストラ、人形劇等)も活発に行われている。

今後も、夜か一層、経済・文化などの各分野にわたり協力と交流を促進し、日中両国民の子子孫孫にわたる友

好発展につとめる。
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11名　誉　市　民
(昭57. 4. 1現在)

故徳富猪一郎(蘇峰)氏(昭和30年顕彰)

文久3年1月2 5日生まれ。近世日本の先覚者として、また、すぐれた思想家であったo

無本在住中は大江義塾の創始者として子弟の教育に専念し、その啓蒙的影響が大であった。

昭和32年11月2日逝去(94歳)

故高橋守雄氏(昭和30年頗彰)

明治1 6年1月1日生まれ第7代市長として、 3大事業などを完遂(二十三聯隊の移転、請電、上水道の開設そ

の他)無本市の近代化、発展、繁栄につくし、また、教育者として、郷土教育の振興育成に括摩した。

昭和32年5月6日逝去(74歳)

故細川護立良(昭和35年顕彰)

明治1 6年1 0月2 1日生まれ樹l隊1 6代当も有斐学舎の舎長、また、肥後奨学会の総裁に就任、多額の奨学

金を出資し学徒の育成援護につくした。さらに国の文化財保護委員会委員として.本市の重要文化財、史跡名勝

などの保存括用に貢献した。

昭和45年11月18日逝去(87歳)

故福田令寿氏(昭和35_年顕彰)

明治5年1 2月7日生まれ医師開業のかたわら、五高、医専などで教鞭をとり.子弟の教育に専念のはか・社会文

化.社会福祉関係の諸要職を歴任した。特に県の文化功労者にえらばれたはか.かずかずの叙勲・受賞にかがや

き、郷土の社会文化.福祉の向上発展につくした功績は大きい。

昭和48年8月7日逝去(100歳)

故宇野哲人氏(昭和44年顕彰)

明治8年1 1月1 5日生まれ東京帝国大学で漠草中国哲学の教授、名誉教授としてのすぐれた業掛も郷土照本

の文運の興隆に、多くの影響をあたえた。また、現在わが国における漢学関係の学究者で・直接・間接に氏の薫

陶、影響を受けないものはないといっても過言ではない.

昭和49年2月19日逝去(98歳)

故堅山熊次(南風)氏(昭和44年顕彰)

明治20年9月1 2日生まれ横山大観画伯などに師事、日本画に精進L,、その多くの作品のうえに肥後の郷土色の

にじみ出た芸術の香りがよく生かされている。

氏のすぐれた業績は、現在、大観画伯なき後の日本画壇の第一人者といわれ・また、郷土文化の進展に大きく

貢献している。

昭和55年12月30日逝去(93歳)

後藤祐太郎(是山)氏(昭和54年顕彰)

明治1 9年6月8 E]生まれ。無本における文化啓豪家として郷土史の研究、文化活動において多大の功績があったo

俳句同人誌「東火」 (昭和2年rかわがらし」として創刊。昭和17年に改題。 )主宰をはじめ.力作「肥後

文人画の研究」 「肥後国誌」等の著作. 「無本市政七十年史」の編纂、 「県史」 「県議会史」の監修など、氏が

手がけた仕事は、名利を求めず時流にもおもねらず、ひたすら自己の真実を貫くその生活態度とともに・今日高
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く評価されている。勲五等瑞宝章受賞。県近代文化功労者.無自社会賞受賞。

現在95歳

中村破魔子(汀女)氏(昭和54年顕彰)

明治3 3年4月1 1日生まれ。現代女流俳人の第一二人者。氏の句は女性特有のこまやかな情感に裏打ちされて艶であ

り優であり且つ頭脳的であるところにその本領があるが、そのなかにはまた、常に変わらぬ故郷熊本を想う純情

がみなぎっているのも特徴の一つである。俳誌「風花」を主宰する傍ら、 「春雪」 「汀女句集」 「春暁」 「衣影」

「都鳥」 「番額粧ふ」など数々の句集をはじめ、 「ふるさとの菓子」 「その日の風」などの随輩集を刊行し、女

性俳句の隆盛はもとより文化の振興に多大の貢献があった。勲四等宝冠章受賞。県近代文化功労者。

現在81歳
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CZ)予算総括表
(単位　千円)

年 度 5 7 年 度 5 6 年 度 予 算 Jt ォ 仲 率

会 計 別 当 初 予 算 仏) 当 初 予 算 ㈱ 最 終 予 算 紬 I 0 )
紬 】 ㈱

n s r

一 般 会 計 8 6,2 0 .0,0 0 0
4 7.3 %

8 1′2 5 0.0 0 0 4 9.0 9 7,1 8 3,1 1 8 5 1.3 ' 4′9 5 0,0 0 0
6.1 %

特 別 会 計 6 9月9 5,9 4 3 3 8ー4 6 1,0 9 5,2 0 2 3 6.8 6 8,0 7 7,3 3 5 3 5.9 8月0 0,7 4 1 1 4.6

国 民 健 康 保 険 会 計 2 1,9 5 3,1 5 3 1 2.0 2 0.9 2 4,7 7 8 1 2.6 2 0,8 9 3,5 7 0 l l.0 1,0 2 8,3 7 5 4.9

住 宅 改 修 資 金 貸 付 事 業 会 計 4 0,9 4 2 0 3 9.2 8 9 0 2 8.2 7 5 0 1,6 5 3 4.2

障 害 者 住 宅 整 備 資 金

貸 付 事 業 会 計 2 9,1 2 2 0 2 6,6 3 1 0 1 0.3 9 9 0 2,4 9 1 9.4

老 人 居 室 整 備 資 金

貸 付 事 業 会 計 1 0 1,2 3 5 0ー1 9 3,6 3 5 0.1 9 3.6 3 5 0 .1 7,6 0 0 8.1

交 通 災 害 共 済 事 業 会 計 9 1.1 6 0 0.1 7 8,1 4 4 0 7 9,0 6 8 0 13 ,0 1 6 1 6.7

食 肉 セ ン タ ー 会 計 2 13,5 8 3 0.1 1 9 8,1 5 2 0ー1 2 0 6.9 5 7 0▼1 15′4 3 1 7.8

農 業 共 済 事 業 会 計 2 9 -1.8 6 2 0ー2 2 9 9,6 5 4 0.2 2 6 2,6 3 1 0▼1 ∠ゝ 4,7 9 1 -A 1.6

産 業 振 興 資 金 会 計 2一,8 5 9,3 4 5 1.6 2,7 3 9,4 2 0 1.7 2,7 3 3,5 2 0 1ー5 1 1 9,9 2 5 4.4

中 小 企 業 勤 労 者

福 祉 共 済 事 業 会 計
5 7,0 0 8 0 5 3,9 3 7 0 5 5,9 7 7 0 3,0 7 1 5.7

流 通 業 務 団 地 造 成 事 業 会 計 7,7 4 3,2 0 8 4.2 1,5 7 5,9 6 1 0.9 4,3 3 2,7 3 7 23 6,1 6 7,2 4 7 3 9 1.3

薪 輪 事 業 会 計 2 5,6 1 2,3 4 6 1 4.1 2 5′8 1 9,8 6 6 1 5.6 2 7,1 0 2,7 0 8 1 4 .3 ∠ゝ 2 0 7.5 2 0 -a O.8

熊 本 城 会 計 3 9 1,6 6 9 0.2 3 7 6,9 8 0 0.2 3 8 7,3 3 9 0▼2
＼

1 4,6 6 9 3.9

都 市 開 発 資 金 会 計 3 1 2,5 3 2 0.2 1 7 1,0 8 4 0.1 1 7 1,0 8 4 0▼1 1 4 1,4 4 8 8 2.7

東 部 第 】 土 地 区 画

整 理 事 業 会 計
1 5 7,1 9 3 0.1 1 7 4,8 4 2 0ー1 1 9 8,1 6 2 0.1 ∠ゝ 1 7,6 4 9 ∠ゝ 1 0.1

東 部 第 l一 土 地 区 画

餐 :哩 清 算 会 計
2 4,2 4 6 0 9 7,5 3 0 0.1 7 9,5 3 0 0 ∠ゝ 7 3,2 8 4 ∠ゝ.7 5.1

復 興 土 地 区 画 整 理 清 算 会 計 3 1,1 1 9 0 3 2,5 1 3 0 3 0.8 1 9 0 ∠ゝ 1,3 9 4 ∠ゝ4.3

公 共 下 水 道 事 業 会 計 9,5 1 8,1 8 9 5.2 7,9 0 4,9 0 6 4.8 1 0,6 0 1,9 5 3 5.6 1′6 1 3,2 8 3 2 0.4

水 洗 便 所 改 造 資 金

貸 付 事 業 会 計
3 19,2 2 8 0.2 3 4 5,3 4 8 01 2 8 3,4 3 9 0.2 ∠ゝ 2 6.1 2 0 △ 7.6

住 宅 新 築 資 金 貸 付 事 業 会 計 2 4 5.8 0 3 0.1 1 4 2 ,5 3 2 0.1 5 2 5,5 3 2 03 1 0 3,2 7 1 7 2.5

一 般 . 特 別 会 計 合 計 1 5 6,1 9 5,′9 4 3 8 5.7 1 4 2,3 4 5′2 0 2 8 5.8 1 6 5,2 6 0,4 5 3 8 7.2 18′8 5 0,7 4 1 9.7

企 業 会 計 2 6,0 4 4′5 6 0 1 4.3 2 3,5 5 0,8 6 9 1 42 2 4,1 9 9.0 6 7 12 .8 2.4 9 3.6 9 1 1 0.6

産 院 会 計 4 4 4,2 6 6 0.2 4 0 8,6 0 4 0.2 4 4 0,7 5 3 0.2 3 5,6 6 2 8.7

市 民 病 院 会 計 5,6 6 2,6 9 4 3.I 4,6 16,4 5 4 2.8 4,7 4 7,1 9 3 2.5 1,0 4 6′2 4 0 2 2.7

水 道 事 業 会 計 1 4,0 1 6,2 4 1 7.7 1 3,2 4 9,月 1 5 8.0 1 3,5 0 6,6 6 6 7.2 7 6 6,3 2 6 5.8

交 通 事 業 会 計 5′9 2 1,3 5 9 3.3 5′2 7 5,8 9 6 3.2 5.5 0 4′4 5 5 2 .9 6 4 5,4 6 3 1 22

総 =T 1 8 2,2 4 0,5 0 3 1 0 0 1 6 5,8 9 6,0 7 1 1 0 0 1 8 9.4 5 9,5 2 0 1 0 0 1 6,3 4 4,4 3 2 9.9
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(3)一般会計性質別財源充当状況
(単位　千円)

区 分

性 質 別

5 7 年 度 当 初 予 算 5 6 年 度 当 初 予 算

特 定 財 源 - 般 財 源 特 定 財 源 】 般 財 源

予 算 額 樵

成

也

金 額

棉

成

也

金 額

構

成

也

予 算 額 構

成

也

金 額

棉

成

也

金 額

構

成

也

1 人 件 費 2 2,2 1 8,5 2 1

%

2 5.8 1.6 1 0,4 4 7

%

4.5 2 0,6 0 8,0 7 4

%

4 1.2 2 0,8 6 6,2 2 0

%

2 5.7 1,5 8 5.6 8 8

%

4.8 1 9′2 8 0,5 3 2

%

4 0.0

2 物 件 費 6,1 4 3,3 7 4 7.1 1,3 0 7‥5 5 4 3.6 4,8 3 5′8 2 0 9.7 5,7 7 3′9 0 6 7.1 1.0 6 6,0 5 1 35 4,6 0 7,8 5 5 9.6

3 維 持 補 修 費 1,3 2 4,4 2 1 1.6 2 5 3,8 1 8 0.7 1,0 7 0,′6 0 3 2 .1 1,2 3 1,1 2 8 1.5 2 1 3,6 5 9 0.6 1,0 1 7,4 6 9 2.1

4 扶 助 費 1 9,2 5 3′7 9 9 2 2.3 1 5.8 3 8.1 1 7 4 3.7 3 ,4 15,6 8 2 6 .8 1 7,8 0 7,9 0 8 2 1.9 1 4,5 5 3,8 9 4 U .I 3,2 5 4一0 1 4 6I&

5 補 助 費 等 2,6 8 8,3 8 7 3.1 2 2 9.9 5 7 0.6 2,4 5 8,4 3 0 4.9 2.4 3 6.7 2 6 3 .0 2 2 1,5 9 1 0.7 2.2 1 5.13 5 4.6

6 豊 通 建 翼
2 1,2 1 1,1 9 3 2 4.6 1 4,1 3 9,4 3 1 3 9.1 7.0 7 1,7 6 2 1 4.2 2 2,5 8 0,7 7 6 2 7.8 1 3,2 2 9,7 1 0 l川+U 9,3 5 1,0 6 6 1 9.4

補 助 事 業 1 0 .7 8 6,8 4 5 1 2.5 9,4 6 0,7 0 2 2 6.2 1,3 2 6,1 4 3 2] 9,4 6 7,8 0 4 l l.7 8,2 3 6,8 4 3 2 4.9 1,2 3 0,9 6 1 2.6

単 独 事 業 10,4 2 4,3 4 8 1 2.1 4,6 7 8,7 2 9 1 2.9 5,7 4 5β1 9 l l.5 1 3′1 1 2,9 7 2 1 6.1 1,9 9 2,8 6 7 1 5.1 8,1 2 0,10 5 1 6.8

7 豊 害 復 完
1,0 7 3 0 1,0 7 3 0 5 8,8 5 7 0 .1 5 8.5 2 1 什2 3 3 6 0

8 失 対 事 業 1,3 15,5 6 2 1.5 5 3 6,1 2 2 1.5 7 7 9,4 4 0 1.6 1,4 5 8,2 7 5 1.8 6 3 0,0 4 1 川 8 2 8,23 4 1.7

9 公 債 費 6,2 9 8.3 8 8 7.3 6 2 5,2 6 6 1.7 5,6 7 3.1 2 2 l l.4 4,9 7 6,9 0 1 6.1 6 5 9.2 0 0 2.0 4,3 1 7,7 0 1 9.0

1 0 積 立 金 5 7 8′3 6 9 0.7 5 7 8,3 6 8 1.6 1 0 2 3 1,5 6 5 0.3 2 3 1,5 6 4 07 1 0

1 1 琵 腎 霊
1 5 8′9 5 9 0▼2 1 5 8.9 5 9 0.3 2 6 3 .3 1 1 0.3 2 6 3,3 1 1 0ー5

12 貸 付 金 7 2 1.2 7 8 鵬 6 9 1,7 1 6 1.9 2 9,5 6 2 0.1 1 6 8,1 0 0 0.2 1 5 7.2 0 5 0.5 1 0月9 5 0

1 3 繰 出 金 4,2 1 6,6 7 6 4.9 4 0 5,5 7 5 1.1 3,8 1 1,1 0 1 7.6 3 ,3 2 6,3 2 7 4.1 3 2 8,2 0 5 1.0 2′9 9 8′1 2 2 fi.2

1 4 予 備 費 7 0,0 0 0 0.1 7 0,0 0 0 0.1 7 0 .0 0 0 0ー1 7 0,0 0 0 什1

合 計 8 6,2 0 0,0 0 0 1 0 0 3 6.2 1 7,4 4 4 1 0 0 4 9,9 8 2,5 5 6 1 0 0 8 1,2 5 0,0 0 0 1 0 0 3 3,0 3 5,3 2 9 1 0 0 4 8,2 1 4,6 7 1 1 0 0
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(4)一般会計決貫の推移

Mli^mS.

ズ分 、

款 年度

金 額 (千円 ) 構 成 比 (% )

5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 53 54 5 5 56 5 7

1 . 市 税 252 82.18 5 28.9 96.78 8 33.13 0; 14 3 7.16 9.8 7 5 3 5,5川 710 3 3.7 3 4.8 3 5.6 37.3 4 12

2 地 方 譲 与 税 4 73.0 52 6 58.139 6 56.3 15 70 3.168 501,000 0.6 0B 0.7 0.7 0.6

3 自動車取得税交付 金 4 16.4 76 456.0 67 40 0.3 72 41 5.88 6 3 50.000 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4

4 開 難 慨 野 蛮
5.13 9 5月51 6.3 50 6.228 1.000 0 0 0 0 0

5 地 方 交 付 税 9.0 12.06 5 9.88 6′172 1 0,15 9.566 10,986.4 95 10.000.000 12.0 1 19 10.9 l l.0 1 15

6 霜 雪。撃 浮 雲
18 43 51 1 63.36 5 10 9.89 7 90,218 9 0.00 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

7 分担 金及び 負 担 金 56 4.6 52 6 62.9 53 78 418 9 8 76.0 87 8 76.4 47 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0

8 使用 料 及 び手 数 料 1.33 2,56 1 1.4 65.1 72 1.65 6.78 3 1.8 76一63 5 1.88 7.8 72 1.8 L8 1.8 1.9 2.2

9 国 庫 支 出 金 17.52 4,02 0 19.62 1.6 16 19.96 6.66 0 20,8 98.8 11 20,63 0,09 1 23.4 2 3.6 2 1.5 2 1.0 2 3.9

1 0 県 支 出 金 2β59.24 9 22 7 5.00 6 2.63 2.7 74 3.060,ー6 55 2.5 53,08 2 2.7 2.7 2.8 3.0 2.9

1 1 財 産 収 、入 8 63.46 4 12 4 1.1 57 1.11 8.66 7 13 83,0 37 1.26 1,37 2 I? 1.5 u 1.4 1.5

1 2 寄 附 金 1 4.60 1 18.203 4 1.14 7 47.7 58 2.62 6 0 0 0.1 0 0

1 3 繰 入 金 30,933 66 8.93 1 2.6 2 413 7 3,0 19.1 14 2 31 1 6 0 0.8 2.8 3.0 0

14 繰 越 金 1.9 7 5,40 5 2,58 0,63 0 2.920,3 53 3,48 4,5 18 50 0.00 0 2.6 3.1 3.1 3.5 0.6

15 諸 収 入 3,513.716 2万3 2.399 4ユ2 2.6 59 4,6 54月73 4,02 5,18 4 4.7 43 4.4 4.7 4.7

1 6 市 債 ll.766,600 1 0卵 1.200 1 2.623,70 0 ll.0 723 00 7,987.400 1 5.7 13ユ13.6 1 1ユ 9.3

合 計 75,018.469 8 3,22 3,752 92β53,783 9 9.73 6.7 58 8 6,200,00 0 1 00 10 0 10 0 1 0 0 10 0

(歳　出)

区 分

款 度

金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 ( % )

5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7

1 議 会 費 5 6 2.9 4 9 5 8 7,8 7 6 6 3 7.1 1 2 6 5 1.3 8 6 6 6 2.1 2 6 0-8 0.7 0.7 0.7 0.8

2 総 務 費 1 0′2 0 8.5 8 1 1 2.9 7 6,7 4 2 1 6.3 5 6.3 7 1 1 7,1 5 1.0 8 2 8.8 7 1.2 2 3 1 41 1 6.3 1 8.3 1 7.9 1 03

3 民 生 費 1 7.0 0 4,7 7 2 l gJ 1 9.8 5 4 2 0,0 6 5,8 9 5 2 1,9 8 0,2 0 1 2 1.7 6 9.5 1 8 2 3.5 2 3.8 2 2.4 2 3.0 2 52

4 衛 生 費 8.1 2 2-4 2 0 6.0 5 23 7 8 6,6 8 5.8 1 8 7.1 9 1.0 6 2 7,4 7 82 4 7 l l.2 7.5 7.5 7.5 8l7

5 労 働 費 1.4 3 9.8 2 2 1.4 4 1,6 7 1 1.4 8 3,月7 1 1.8 1 51 0 5 1,3 1 5.5 6 2 2.0 li 1.6 1.9 1.5

6 農 林 水 産 業 費 1.7 8 2.6 0 6 1▼,8 5 4.4 5 7 1.8 3 9.7 4 1 1.9 6 2.5 9 5 1.6 8 6.4 0 4 2.5 23 2ユ 2 .0 2.0

7 商 工 費 1.6 5 8.6 9 0 2.1 5 8.1 3 9 2,5 6 7.0 4 9 1.5 3 8.4 9 9 1.4 5 23 5 3 23 2.7 2.9 1.6 1.7

8 土 木 費 l l,0 9 2,9 1 8 1 3β2 5,7 0 2 1 4.6 8 6.6 8 6 1 6.4 7 9.4 3 9 1 6.0 6 4J6 8 4 1 5.3 1 7.2 1 6.4 1 7.2 1 8.6

9 消 防 費 2.5 4 9.3 2 2 2,6 7 8.4 5 2 2.7 7 1,2 3 6 3ユ1 2.1 8 7 2.9 2 15 1 9 3.5 33 3ユ 3 .2 3.4

1 0 教 育 費 1 2,7 1 4,2 7 6 1 3.1 9 1.2 0 2 1 5.0 4 25 3 7 1 5,1 5 0,2 3 6 1 4,6 7 4,1 5 0 1 7.4 1 6.4 1 6.8 1 5.8 1 7.0

1 1 災 害 復 旧 費 3 32 1 3 7 7.6 6 7 1 4 2.0 0 6 5 6.7 9 1 1.0 6 6 0.1 0.1 0,2 0.1 0

1 2 公 債 費 2.4 5 8.7 7 0 3,4 4 2,2 9 3 4,5 5 8.0 3 4 53 0 7.6 8 7 6,3 1 43 8 8 3.4 43 5.1 6.2 7.3

1 3 諸 、 支 出 金

、
2β0 9.5 0 0 2.8 9 6.9 6 6 2 ,6 3 3.3 0 9 2,7 4 5,0 2 9 23 1 83 6 6 3.9 3.6 2▼9 2月 3.4

1 4 予 、 備 費 0 0 0 0 7 0′0 0 0 - - - - 0ユ

合 計 7 2,4 3 7,8 3 9 8 03 0 33 9 9 8 9,4 6 9,2 6 5 9 5,7 4 1.2 9 9 8 6,2 0 0,0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(注) 56年度は決算見込額、 57年度は当初予算頓を示す
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(5)財政指標(普通会計ベース)

(単位　千円)

年 度

5 1

棉 指

5 2

伸 指

5 3

伸 揺

54

伸 指

5 5

伸 脂

区 分
率 数 翠 a 率 * 率 サ 率 敬

基 準 財政 需 要 教 2 0,14 1.2 2 2

%

1 9B 1 0 0 2 28 4 1.58 9

%

13.4 1 1 3 2 6.6 9 1.4 7 8

%

1 6.9 13 3 29.5 1 3,2 0 3

%

1 0.6 1 4 7 3 2,6 37.1 6 7

%

1 0.6 1 62

基 準 財 政収 入額 12,4 2 8.1 7 2 1 4.9 1 0 0 1 5.44 5,5 1 6 2 4.3 1 2 4 1 8,07 7.6 5 9 1 7.0 1 4 5 19,7 52.1 19 93 1 59 2 2月9 6.0 4 2 1 5.9 1 84

擦 準 税 収 入 額 16一4 4 1.66 0 1 4.5 10 0 2 0′,4 5 45 0 8 2 4.4 12 4 2 3,9 47.0 50 7. 1 4 6 2 6.1 27.7 0 5 9.1 1 59 3 0,3 0 9.2 8 4 1 6.0 1 8 4

標 準 財 政 規 模 2 4.0 2 9.2 7 5 1 6、4 1 0 0 2 7,8 0 93 2 5 1 5.7 11 6 3 2,6 1 1,7 0 0 17.3 1 3 6 3 5,6 33.74 0 93 l鵬 4 0,0 2 1.2 3 9 1 23 1 6 7

財 政 力 指 数 0.6 2 0.65 0.6 5 0.6 8 0,68

実 質 収 支比 率的 62 5.5 5.9 52 4.6

公 債 費 比 率 (狗 5.6 53 6.1 7.3 8.8
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iI照　ui^^^Bij'

(1)市税の税率及び納期

税 目 税 率 納 親 . 限

市

氏

fft

個

人

均 等 副 2,0 0 0 円

1 期 6/ 1 ~ 6 / 3 0

2 期 8 / 1 蝣 8 / 3 1

3 期 1 0 / 1 - 1 0 / 3 1

4 期 1/ 1 - 1 / 3 1

0 「 股的 な申告納付期限 各事業年度範 了

の日から 2 カ月以 内、但 し、税務署長の

所 得 割

課税所得金敏 税 率

3 0 万円以 下 2 %

3 0 万円 起 3 %

4 5 万円 〝 4 %

7 0 万円 〝 5 %

1 0 0 万円 〝 6 %

1 3 0 万 円 〝 7 %

2 3 0 万円 〝 8 %

3 7 0 万 円 〝 9 %

5 7 0 万 円 〝 1 0 %

9 5 0 万 円 〝 1 1 %

1,9 0 0 万 円 〝 1 2 %

2,9 0 0 万 円 〝 1 3 %

4,9 0 0 万 円 〝 1 4 %

法

人

均 等 割

1 資本等の金額が 5 0 億円 を超える法人で熊本市内

に有 する事務所、事業所又は寮等の従業者数 の合

計数 が 1 0 0 人を超 えるもの

年 額 1,0 0 0,0 0 0 円

2 資 本等の金額が 1 0 億円 を超 え 5 0 億円以下 で

ある法人で従業者数の合計数が 1 0 0 人を超 え る

もの 年 額 5 6 0,0 0 0 円

3 資 本等の金帝が 1 0 億円を超える法人で従業者

数の合計数が 1 0 0人 以下である もの及び資 本等

の金額が 1 億円を超 え 1 0 億 円以下であ る法人 で

曜業者数の合計数 が 1 0 0 人を超え るもの

年額 1 3 4,00 0 円

4 資本等の金額 が 1 億円を超え 1 0 億 円以下 であ

る法人で従業者数の合計数が 1 0 0 人以下である

もの及 び資本等の金串が千万円を超 え 1 億円以 下

である法人 年 額 4 0,0 0 0 円

5 前各号 に掲げ る法人以外の法人等

年額 1 3,00 0 円

承認 を受け たものは 3 カ月以 内

0 人格の ない社団等t .収 益事業を行 わない

もの 公共法人、公益法人で均等割 のみ

を課 され る もの

4 月 3 0 日

法人税別 1 4. 7

1 0 0

県

氏

秩

個

人

均 等 割 5 0 0 円

市民税 と同 じ
所 得 割

課税所得金敵 税 率

1 5 0 万 円以下 2 %

1 5 0 万 円 起 4 %

固 定 資 産 税 1.4

1 期 5 / l ~ 5/ 3 1

2 期 7 / 1 - 7 / 3 1

1 0 0 3 期 9 / 1 ~ 9 / 3 0

4 期 1 2 / l ~ l 2 / 3 1

都 市 計 画 税
0.2

1 0 0
固定資産税 と同 じ

奄 自 動 車 税

1 原 動機 付 自転車

(カ 総排 気量が 5 0 c c以 下 7 0 0 円

(4) 〝 9 0 c c " 1,1 0 0 円

(9) 〝 1 2 5 c c 〝 1,4 5 0 円

2 軽 自動車

∽二輪 の もの ( 側車付 を含む 2,2 0 0 円

ifi ? 輪 の もの ( 2,0 0 0円 2,8 5 0 円

-,ら



税 目 秩 . 率 納 期 限

(ウ)期 のもの暦 .i.霊 8 謂 ) 5,2 0) 6,5 0 謂

貨物用のもの {宗 呈,9 0 0,6 5 0呂

巨賃上卓 2,2 0 0円

3 小型特殊自動車
の 農耕作業用自動車 1,4 5 0円
的 刈聴脱穀作業自動車 1,4 5 0円
(9) その他のもの 4,3 0 0円

4 二輪の小型自動車
総排気量が2 5 0 cc 超 3,6 5 0円

(注) ( ) の金額は電気軽自動車等に適
jf]される税率

5/ 1- 5 / 3 1

市たばこ消費税 1 8.1%
小売人又は直接消費者に売り渡した月の
里月末日まで

鬼 気 税 5 % 毎月 2 5 日

ガ t ス 税 2 % 毎月 2 5 日

木 材 引 収 税

( 1立方メq レレ当たり)

1 す ぎ 9 7 円
2 ひのき 1 1 9 円
3 ま つ 7 6 円
4 広葉樹 9 0 円
5 けやき及びまかば 広築附の1.3倍
6 内地産のくす、なら、ほほ、えんじゆ、く
わ、しほじ、やちだも、くるみ(さあくるみ
を含む ) 、けんほう、なし及ぴくり

以上広葉樹の1l2倍

7 内地産のかし類 (あかかし、あらかし、し
らかし、うはめかし及びいちがし)

広葉樹の1.1倍

8 ぶな及びしい 広葉樹の0.6倍
9 .針葉樹の/くルブ用材及び坑木

す乳 ひのき、まつの0I6 倍

10 広葉樹のパルプ用材及び抗木
広葉樹の0.5倍

毎月 7日

商品券発行税 商品券発行額の 2 % 毎月1 0 日から末日

糊 り土地保有税

土地の保郁 対して課するもの 器 土地の保有に係るもの(保有分 ) 5月末日

土地聯 こ対して課するもの 丁缶 土地の取得に係るもの(職待分) 8月末日

2月末日

事 業 所 税

1 既設分 既設分

∽ 蝉 ,} 事業所床面秩 1 m2につき 法人】各事業年度終了の日から2カ月以内
年5 0 0 円

U ) 従業謝 従業者給与糠 の ♀詣

2 .新設分

個人ーその年の翌年 3 月 1 5 日

新設分

新増設事獅 積 1m2につき6,00 0 円 新増築した日から1月以内
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(2)納税義務者の推移

税 目 年 度
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

市

氏

税

個

人

也
日

均 等割 のみ 6,7 4 0 5 ,8 8 4 6 ,3 4 5 7 ,0 3 5 7 ,5 4 8

過 所 得割 のみ 6,9 6 4 8 ,0 3 3 9 ,2 8 3 1 0 ,0 8 4 1 0 ,3 8 3

徴 完 全納 税 者 2 8 ,2 2 2 3 2 ,6 3 5 3 6 ,0 1 0 3 7 ,8 5 8 4 0 ,8 5 0

収 計 4 1 ,9 2 6 4 6 ,5 5 2 5 1 ,6 3 8 5 4 ,9 7 7 5 8 ,7 8 1

特 均 等剖 の み 3,3 6 8 2 ,3 0 9 2 ,0 4 5 1 ,9 3 0 2 ,1 1 5

刺 .所 得割 のみ 1 4 ,0 9 6 1 6 ,8 1 5 1 5 ,5 1 1 1 6 ,0 8 7 1 6 ,1 2 5

a 完 全納 税 者 9 8 ,5 1 1 9 9 ,1 6 5 1 0 2 ,9 9 9 1 0 4 ,6 5 8 1 0 8 ,4 0 0

収 計 1 1 5 ,9 7 5 1 1 8 ,2 8 9 1 2 0 ,5 5 5 1 2 2 ,6 7 5 1 2 6 ,6 4 0

小 計 1 5 7 ,9 0 1 1 6 4 ,8 4 1 1 7 2 ,1 9 3 1 7 7 ,6 5 2 1 8 5 ,4 2 1

法 人 調 定 件 数 1 4 ,6 6 0 1 4 ,7 9 3 1 6 ,6 6 6 1 7 ,0 0 0 1 8 ,5 0 0

固 資
土 地 及 び 家 屋 1 0 2 ,6 9 9 1 0 6 ,7 4 6 1 1 0 ,5 2 0 1 1 4 ,5 2 4 1 1 7 ,2 2 2

産

定 税
償 却 資 産 ( 2 J 8 8 ) ( 2 β 8 3 ) ( 2 ,3 2 5 ) ( 2 4 6 9 ) ( 2 ,6 6 5 )

小 計 1 0 2 ,6 9 9 1 0 6 ,7 4 6 1 1 0 ,5 2 0 1 1 4 ,5 2 4 1 1 7 ,2 2 2

軽 自 動 車 税 6 9 ,3 5 9 7 3 ,7 4 8 7 6 ,7 8 0 8 3 ,7 7 9 9 3 ,3 9 6

合 計 3 1̀ 4 ,6 1 9 3 6 0 ,1 2 8 3 7 6 ,1 5 9 3 9 2 ,9 5 5 4 1 4 ,5 3 9

対 前 * E 増 加 数 1 2 ,8 0 6 1 5 ,5 0 9 1 6 ,0 3 1 1 6 ,7 9 6 2 1 ,5 8 4

伸 長 率 eの 1 0 4 1 0 5 1 0 4 1 0 4 1 0 5

(注)償却資産に係る( )は土地及び家屋に含む

(3)市税収入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千円)

年 度

税 目

5 5 5 6

調 定 額 . 収 入 額 収 入 率 の 調 定 額 収 入 額 収 入 率 的

市
個 人 分

普 通 徴 収 4,594′9 98 4,409,47 0 96.0 4,9 92,2 59 4,7 17,166 94.5

特 別 徴 収 8.629.65 1 8,57 6,56 9 9 9.4 9,9 33,7 70 9′88 8,706 99.5

氏

秩

計 13,224,6 49 12.98 6一03 g 98ー2 14,9 26′0 29 1 4,6 0 5,872 97.9

法 人 分 4ー6 98,7 97 4▼61 3.日 8 9& 8 5,6 59,2 31 5,569.502 98.4

小 計 17.9 23′446 17,62 9,18 7 98.4 2 0,5 85,2 60 20,17 5,374 98.0

固資

m

定税

固定 資 産 土 地麺 償却資産 8.7 66.5 91 I8′62 2.588 98.4 9,5 36′5 38 9.275,868 97.3

交 付 金 . 納 付 金 40 4.H O 川 4.1U l 100 4 39,8 07 439,807 10 0

小 計 9,1 70.7 31 9,02 6,72 8 98.4 9,9 76′3 45 9.7 15,675 97.4

軽 原 動 機 付 自 転 車 43.7 25 42.43 7 97.1 48,7 80 46,9 23 96 2

自 態 白 . 動 草 13 5,857 13 3′97 5 98.6 136.7 23 132.7 84 97.1

動

革

8?.

二 輪 小 型 車 5.90 4 5.69 4 96.5 6,50 1 6.0 52 93.1

小 計 185.486 18 2.10 6 98,2 192.0 0 i 18 5,7 59 96]

た ば こ 消 質 税 1,8 12,92 8 1,8 12,92 8 100 2,0 74.1 05 2.07 4,10 5 100

竃 気 税 1,39 0,7 99 1,390.79 9 100 1,5 72,2 73 1′57 2.27 3 100

ガ ス 税 54.78 1 5 4,78 1 100 59.2 52 59,25 2 100

木 材 引 取 税 2 l2 212 ‖ー0 、29 2 9 100

特 別 土 地 保 有 税 1 38′38 5 122′98 2 88.9 1 45,8 48 13 8,852 95.2

商 品 券 発 行 税 55.4 22 5 5,42 2 100 59,188 5 9,18 8 1 00

事 業 所 税 1.1 09.5 40 1.09 5.79 3 98.8 1,131,20 9 1,11 6,835 98.7

都 市 計 画 税 1,47 4′7 92 1,4 50.5 29 98 4 1,5 88′4 53 1,545,00 4 97.3

合 計 3 3.3 16.5 22 3 2,8 21,46 7 98.5 3 7.38 3.9 18 36,64 1,956 98.0

滞 納 繰 越 分 1,375′5 69 30 8,74 7 16▼5 2,0 37,0 00 340,599 16.7

総 計 3 5′19 2.0 91 3 3′13 0,2 14 94 1 3 9,4 20,9 18 36,982.555 93.8

(注)　5 6年度分は決算見込額

-67-



/

(4)納税貯畜組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　千H)
区分

年 度

組合数

組 合

員 数

税 目

調 定 額

( A l

組合 納 付 額 収入率

璽 鰯

LA 、

事癖費

交付金

(C )

割合

匂

事 務 費

交 付基 準件 数 金額 ( ち)

5 3 9 2 5 52.100

市 民 税 2′5 14,6 29 33,520 40 0,86 0 15.9

6 0.7 14 0.6

納期 内に完納

した市 税の

固定資産現 7.4 88,2 55 164.5 7 3 1,75 3,9 58 23.4

軽 自動車税 1 67.66 5 l l.20 9 23,8 10 ー4.2

計 10,17 0,5 49 2 0 9,30 2 2,1 78,6 28 21、4

5 3 8 7 1 45.900

市 民 税 3,0 52,9 92 3 4′19 6 4 4 1.405 14.4

6 1,319 0.5

固定資産税 8,144,809 14 9,04 8 1.897,7 95 23.3 1 0 0 分 の 3

軽 自動車税 166.17 4 8,60 5 1 8,463 ll.1 ( 最高 3′0 0 0

計 ll,363,97 5 19 1.8 43 2′357,663 20.7 円 ) と

嶺収書 1 枚 に

5 4 8 5 0 4 5,300

市 民 税 3′719,847 3 5.2 98 37 8,43 4 10.2

6 4一8 79 0.5

固定 資産税 9,25 1,223 13 6,54 1 2,23 4′70 8 24.2 つ き 1 0 円

均等割積収書

につ いては 1

瞳 自動車税 178,8 57 9,38 2 20,9 47 1 1ー7

計 13,1 49,9 27 18 1,22 1 2,63 4,08 9 20.0

5 5 8 0 5 3 8,0 65

市 民 税 4,594,9 98 33,52 4 4 88,0 93 10.6

6 6,590 0.4

固定資産税 10.2 41,3 83 12 9.1 45
戸

1,66 6,7 36 16.3 枚 につ き 50 円

軽 自動車 税 185′486 8,11 1 17.781 9.6

計 15,021一867 7 1,0 80 2,17 2,610 14.5

5 6 7 3 9 40.285

市 民 税 4,99 2,2 5 9 32.02 3 50 3.566 10.1

6 9.03 6 0.4

固定資産税 l l,12 4,991 12 2,8 70 1,65 4,51 2 H .9

軽 自動車税 19 2.0IH 7,2H 15.16 7 7.9

計 16,30 9,2 54 162.107 2′17 3,24 5 133

(注) O調定額は納税組合の対象と一・ttるものについて計上し、固定資産税には都市計画税を含む

0 5 6年環は決算見込額
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14　開　発　公　社

名　　　　　称

設立年月　日

目　　　　　的

財団法人　無本市開発公社

昭和39年7月3日

公社は、無本市と一体となり.都市の開発及び再開発のための事業を推進することによ

り、無本市の産業経済の発展と市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

事　　　　業　　o市布地開発に必要な用地の取得、造成、管理及び処分

。道路その他公共の用に供するため、必要な土地のあっ旋、取得、造成管理及び処分

o駐車施設(熊本市下通1丁目1番)の建設管理及び処分

o前各号に抱げるもののはか公社の目的を達成するために必要な事業

役　　　　員　理事長　助　役　　　理　事　市民局長　経済局長　衛生局長　建設局長

(昭57.6.17現在)副理事長　助　役　　　　　　　　建設局技監　教育長　企画広報部長

常務理事　総務局長　　　監　事　収入役　副収入役

役負の任期は2年、ただし再任をさまたげない。

資本金及び資金　基本財産　10,000千円(市出資金)

資金は市の損失補償を得て市中銀行等より借入している。

利　率　年9分以内(2年据置を含め1 1カ年以内の半年眠及び年放併還)

事　業　実　績

区 分 事 業 名
執 行 額

m
面 積 &

昭

和

五

十

六

<F

皮

事

莱

教 育 施 設

TJ

9.9 0 9.1 5

円

8 9 4,7 5 0,3 3 6 江 原 中学 校 拡張 用 地 はか

福 祉 施 設 8 8 9 4 9,4 0 9,4 9 0 池 上 保 育 園拡 張用 地 ほか

清 掃 施 設 1 5 4′6 8 8.6 8 1,5 6 6′0 9 2′3 6 9 第 2 期 清 掃 工場 用 地 は か

公 園 施 設 4 6,9 8 7.8 5 6 6 4,8 9 2,8 7 4 島 崎歴 史 公 園用 地 はか

街 .堵 施 設 9,4 3 4.7 4 5 0 2,0 9 5,1 5 5
都 市 計 画道 路 3 ・ 4 ・3 1 号

麻 生 田 . 弓 削線 用地 ほか

土 木 施 設 7,7 5 9.8 6 1 6 0,2 7 9,9 5 9 託 麻 詰 所 及 び 資材 置 場用地ほか

一致 有 地 拡 大 乾 」

関 連 施 設
1 0 1.3 2 6.0 6 1′5 2 4,6 0 2′5 7 2 南 部 第 .一土 地 区画 整 理 事 業用 地 はか

そ の 他 公 共 施 設 8 3 5.3 5 3 2 7.5 9 7,0 8 0 熊 本 中 高 年 労働 者福 祉 セ ン ター用 地 は か

合 計 3 3 1,8 3 0.6 9 5.6 8 9,7 1 S.8 3 5
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15　土地開発基金

設　　置　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじ

め取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、熊本市土地開発基金を設置する。

基金'の額　8,950,138千円(昭57.3.31現在)

運用の範囲　基金は上記の目的を達成するため、土地を先行取得するほか、熊本市開発公社の土地取得事業

に貸し付けることができる。 (貸付利率　年6分5毛)

16　新庁舎概要

本市永年の懸案であった新市庁舎の建設は、昭和5 4年3月着工以来2年8カ月を経て昭和5 6年1 0月末

に完成し、同年1 1月初めには落成式が挙行された。新庁舎は、建物そのものを新しくするばかりでなく、内

容的にも市庁舎はどうあるべきかとの基本理念を踏まえて建設した0

(1)　建物概要

位　　　置　　熊本市手取本町1番1号

敷地面積　10,551.48nf

建築面積　　　5,583.541が

延　面　積　　39,686.57nf　(他に駐輪場83.70i劫iある)

構造・規模　　高層棟　　鉄骨遣　　地下2階地上1 5階建

議会棟　　鉄骨鉄筋コンクt)-ト造　　地上6階建

高　　　さ　　高層棟　　軒高62.10m

議会棟　　軒高2 6.00m

工　　　期　　着　工　　昭和54年3月17日

竣　工　　昭和56年10月31日

総　工　費　110億円

(2)建物の特色・特徴

ア　窓口事務部門の集約化

市民課を中心として窓口部門を1-2階に集中的に配し、その間をエスカレーター2基で結ぶことに

より、立体的総合窓口化を図った。

イ　市民ホール、展示ホール等の設置

市民のコミュニティの場、憩いの場としてのスペースを確保するため、市民ホール(2 1 7irf)、展

示ホール( 168rf)、展望ロビー( 1 69iぜ)等を設置している。

り　美術文化の導入

庁舎建物に地域性、芸術性等の文化的潤いを加味するよう努め、地元画家の壁画をはじめ、彫刻、美

術照明、壁掛、美術パネル等の美術装飾を積極的にとり入れた。

エ　熊本城との調和

庁舎前面に位置する熊本城との調和を保つため、庁舎の形状について高層棟は直線的でシンプルなも

'のとする一方、議会棟には和風様式をとり入れているoまた、外壁の色調は渋い茶褐色とし、お城の緑
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と調和を図った。

オ　身障者への配慮

身障者対策として、出入口は全てスロープ式とし自動ドアを取り付けているはか、エレベーター2基

には特別な装置を施しており、専用トイレも8カ所設置している。

力　防災設備

風水害、火災あるいは地震等に対しては、防潮板やスプ.)ンクラーの取り付け、バルコニーの設置な

ど設計上からも万全を期しており、特に耐震性は関東大地震の約2倍にも耐える建物とした。

キ　省エネルギー対策

高層棟の各階にはバルコニーが設置されているため、これが日本家屋の軒庇の効用と同じく太陽直射

熱を遮って、外部からの熱負荷を軽減させている。

また、窓ガラスには断熱性の高い複層ガラスを用いているはか、外壁については内貼材(スタイロホ

ーム)を使用して断熱効果を高めている。
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